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(57)【要約】
【課題】ユーザが使いやすくより生活を豊かにすること
ができる動画データ鑑賞装置を提供する
【解決手段】選択可能なテレビ局の放送番組を全て受信
して録画するとともにそれぞれ放送終了まで保持してお
き、放送中の番組に関心があるときに操作を行うことに
よってその番組の録画済部分を番組開始部分から録画中
再生する。また、同様に録画したいときは操作を行うこ
とによって放送中の番組の録画済部分を番組開始部分か
ら録画として保存する。録画開始時点ですでに開始され
ている番組は録画対象から除外する。番組終了まで録画
できなかった番組も保持対象から除外する。選択可能な
テレビ局の放送番組を全て受信して録画するとともにそ
れぞれ放送終了まで保持しておくとともに、放送中の番
組をリスト表示し、その中から選択された番組をその番
組開始部分から録画中再生する。
【選択図】　　図２４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　テレビ局の選択手段と、前記選択手段によって選択可能なテレビ局の放送番組を全て受
信する受信手段と、前記受信手段が受信する放送番組を全て録画する録画手段と、前記選
択手段が選択するテレビ局が放送中の放送番組を表示する表示手段と、操作手段と、前記
操作手段による操作に基づき前記表示手段にされている放送番組の録画済部分を前記録画
手段から読み出して放送中部分に換えて再生する録画中再生制御手段とを有することを特
徴とする動画データ鑑賞装置。
【請求項２】
　前記録画中再生制御手段は前記操作手段の操作に基づき放送中の放送番組の開始部分か
ら再生することを特徴とする請求項１記載の動画データ鑑賞装置。
【請求項３】
　前記録画手段は、録画中再生の対象となるか否かにかかわらず、全ての放送番組につい
て少なくともその放送終了するまでは録画した放送番組を保持することを特徴とする請求
項１または２記載の動画データ鑑賞装置。
【請求項４】
　前記録画手段は、録画した放送番組が録画中再生されたときは少なくとも再生終了する
まで録画した放送番組を保持することを特徴とする請求項１から３のいずれかに記載の動
画データ鑑賞装置。
【請求項５】
　前記録画手段は、保持しない録画済の放送番組を新たな放送番組の録画で上書きするこ
とを特徴とする請求項３または４記載の動画データ鑑賞装置。
【請求項６】
　前記録画手段は、録画開始時点において既に開始されている放送番組については録画の
対象から除外することを特徴とする請求項１から５のいずれかに記載の動画データ鑑賞装
置。
【請求項７】
　前記録画手段は、終了まで録画できなかった放送番組については保持の対象から除外す
ることを特徴とする請求項１から６のいずれかに記載の動画データ鑑賞装置。
【請求項８】
　前記録画手段は、保持しない録画済の放送番組を新たな放送番組の録画で上書きするこ
とを特徴とする請求項７記載の動画データ鑑賞装置。
【請求項９】
　テレビ局の選択手段と、前記選択手段によって選択可能なテレビ局の放送番組を全て受
信する受信手段と、前記受信手段が受信する放送番組を全て録画する録画手段と、前記表
示手段に現在放送中の放送番組のリストを表示する前記表示手段と、前記表示手段に表示
される現在放送中の放送番組のひとつを選択する操作手段と、前記操作手段によって選択
された放送番組の録画済部分を前記録画手段から読み出して再生する録画中再生制御手段
とを有することを特徴とする動画データ鑑賞装置。
【請求項１０】
　前記録画中再生制御手段は前記操作手段によって選択された放送番組を番組の開始部分
から再生することを特徴とする請求項１記載の動画データ鑑賞装置。
【請求項１１】
　前記録画手段は、録画中再生の対象となるか否かにかかわらず、全ての放送番組につい
て少なくともその放送終了するまでは録画した放送番組を保持することを特徴とする請求
項９または１０記載の動画データ鑑賞装置。
【請求項１２】
　前記録画手段は、録画した放送番組が録画中再生されたときは少なくとも再生終了する
まで録画した放送番組を保持することを特徴とする請求項９から１１のいずれかに記載の
動画データ鑑賞装置。
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【請求項１３】
　前記録画手段は、保持しない録画済の放送番組を新たな放送番組の録画で上書きするこ
とを特徴とする請求項１１または１２記載の動画データ鑑賞装置。
【請求項１４】
　前記録画手段は、録画開始時点において既に開始されている放送番組については録画の
対象から除外することを特徴とする請求項９から１３のいずれかに記載の動画データ鑑賞
装置。
【請求項１５】
　前記録画手段は、終了まで録画できなかった放送番組については保持の対象から除外す
ることを特徴とする請求項９から１４のいずれかに記載の動画データ鑑賞装置。
【請求項１６】
　前記録画手段は、保持しない録画済の放送番組を新たな放送番組の録画で上書きするこ
とを特徴とする請求項１５記載の動画データ鑑賞装置。
【請求項１７】
　テレビ局の選択手段と、前記選択手段によって選択可能なテレビ局の放送番組を全て受
信する受信手段と、前記受信手段が受信する放送番組を全て録画する録画手段と、前記選
択手段が選択するテレビ局が放送中の放送番組を表示する表示手段と、録画操作手段と、
前記録画操作手段による操作に基づき前記表示手段にされている放送番組の録画済部分以
降番組終了までを録画として保存する録画制御手段とを有することを特徴とする動画デー
タ鑑賞装置。
【請求項１８】
　前記録画制御手段は、前記録画操作手段の操作に基づき放送中の放送番組の開始部分以
降番組終了までを録画として保存することを特徴とする請求項１７記載の動画データ鑑賞
装置。
【請求項１９】
　主電源と、前記主電源がオンのときのみ機能するテレビ番組鑑賞機能部と、前記主電源
のオンオフにかかわらず選択可能なテレビ局の放送番組を全て受信するとともに録画する
受信録画手段と、テレビ局の放送番組の有無を検知して前記受信録画手段を制御する受信
録画制御手段とを有することを特徴とする動画データ鑑賞装置。
【請求項２０】
　前記受信録画手段は、開始部分以降番組終了まで録画可能な放送番組を録画することが
できない放送番組を除外して録画することを特徴とする請求項１９記載の動画データ鑑賞
装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、テレビ等の動画データ鑑賞装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　テレビ等の動画データ鑑賞装置においては、テレビ局からの放送番組をリアルタイムで
鑑賞する場合の他、ビデオレコーダ等によりこれを録画した後に鑑賞することも従来から
広く行われている。また、録画装置については、従来からのビデオテープレコーダだけで
なくＤＶＤなどのディスクタイプのデジタル記憶媒体への録画や大容量のハードディスク
への録画など多種多様な録画手段が一般化している。
【０００３】
　一方、近年、いわゆるサーバ型放送の実用化も進み、インターネット経由で番組配信サ
ーバからダウンロードした番組動画データを解凍再生することにより動画番組を鑑賞する
ことも可能となっている。
【０００４】
　このように、動画データの鑑賞装置においては従来のテレビやビデオレコーダの枠を超
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えた種々の機器やシステムがユーザに提案されてきた。
　さらに、機器やシステムの提案だけでなく、録画のための記憶容量の増加や機能の多様
化により従来は不可能であった動画データ鑑賞の楽しみ方も提案されている。例えば、録
画中に再生をおこなうことができるいわゆる「追っかけ再生」などもその例のひとつであ
る。
【０００５】
　しかしながら、機能の多様化は装置の使用法を複雑にするだけで、必ずしもユーザにと
って使いやすいものとはならず、特に装置に慣れないユーザにとっては逆に使用に戸惑う
装置となってしまっていた。　
【特許文献１】特開２００６－３１９９５５号広報
【特許文献２】特開２００１－２８５７４３号広報
【特許文献３】特開２００１－２８５８３０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
本発明が解決しようとする課題は、上記に鑑み、真にユーザが使いやすくより生活を豊か
にすることができる動画データ鑑賞装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記の課題を解決するため本発明は、テレビ局の選択手段と、選択手段によって選択可
能なテレビ局の放送番組を全て受信する受信手段と、受信する放送番組を全て録画する録
画手段と、選択手段が選択するテレビ局が放送中の放送番組を表示する表示手段と、操作
手段と、操作手段による操作に基づき前記表示手段にされている放送番組の録画済部分を
録画手段から読み出して放送中部分に換えて再生する録画中再生制御手段とを有すること
を特徴とする動画データ鑑賞装置を提供する。
【０００８】
　上記の特徴によれば、特に予定なしにテレビをオンしたユーザが放送途中の番組に関心
を持ったとき、その番組について放送済みの部分にまで遡って鑑賞することが可能となる
。またこれを可能とするための複雑な操作も不要であり、関心を持ったときに機会を失う
ことなく鑑賞することができる。
【０００９】
　本発明の他の特徴によれば、テレビ局の選択手段と、選択手段によって選択可能なテレ
ビ局の放送番組を全て受信する受信手段と、受信する放送番組を全て録画する録画手段と
、表示手段に現在放送中の放送番組のリストを表示する前記表示手段と、表示手段に表示
される現在放送中の放送番組のひとつを選択する操作手段と、選択された放送番組の録画
済部分を前記録画手段から読み出して再生する録画中再生制御手段とを有することを特徴
とする動画データ鑑賞装置が提供される。
【００１０】
　上記の特徴によれば、厳密な放送開始時間を気にすることなく番組の鑑賞が可能となる
。通常の録画の場合は後日等に鑑賞する時間を確保することができずに未鑑賞の録画が溜
まってしまうことも考えられるが、上記特徴によれば鑑賞は基本的には現実の放送時間と
ほぼ同じ時間帯において確保できる。そして、短時間の急用が入ったときなどの個人の都
合などにあわせ、鑑賞時間を気軽に調節でき、テレビの放送時間に縛られない自由な生活
が可能となる。
【００１１】
　上記のような本発明の具体的な特徴によれば、録画中再生制御手段は操作手段の操作に
基づき放送中の放送番組の開始部分から再生する。これによって、関心のある番組を厳密
な放送時間に縛られることなくその開始部分から機会を失うことなく鑑賞することが可能
となる。
【００１２】
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　本発明の他の具体的な特徴によれば、録画手段は、録画中再生の対象となるか否かにか
かわらず、全ての放送番組について少なくともその放送終了するまでは録画した放送番組
を保持する。これによって、ユーザがどの番組に関心をもったとしてもその番組の放送済
みの部分に遡って鑑賞することができるとともに、ユーザがこれを再生する可能性が著し
く低くなる放送終了後まで録画容量が塞がるのを防止する。
【００１３】
　本発明の他の具体的な特徴によれば、録画手段は、録画した放送番組が録画中再生され
たときは少なくとも再生終了するまで録画した放送番組を保持する。これによって必要な
画像を適切に確保するとともに、ユーザがこれを再生する可能性が著しく低くなる再生終
了後まで録画容量が塞がるのを防止する。
【００１４】
　本発明のさらに具体的な特徴によれば、録画手段は、保持しない録画済の放送番組を新
たな放送番組の録画で上書きする。これによって、次の録画中再生に必要な新たな放送番
組の録画が可能となるとともに、上書きの実施までは録画済み画像が維持される。
【００１５】
　本発明の他の具体的な特徴によれば、録画手段は、録画開始時点において既に開始され
ている放送番組については録画の対象から除外する。このようにして、番組の開始部分か
ら再生できる完全な番組の自動録画を実現し、活用できない画像によって録画容量が塞が
るのを防止する。
【００１６】
　本発明の他の具体的な特徴によれば、録画手段は、終了まで録画できなかった放送番組
については保持の対象から除外する。このようにして、番組の開始部分から終了部分まで
再生できる完全な番組の自動録画を実現し、活用できない画像によって録画容量が塞がる
のを防止する。
【００１７】
　本発明の他の具体的な特徴によれば、録画手段は、保持しない録画済の放送番組を新た
な放送番組の録画で上書きする。これによって、次の録画中再生に必要な新たな放送番組
の録画が可能となる。上書きの実施までは部分的にせよ録画済み画像が維持される。
【００１８】
　本発明の他の特徴によれば、テレビ局の選択手段と、選択手段によって選択可能なテレ
ビ局の放送番組を全て受信する受信手段と、受信手段が受信する放送番組を全て録画する
録画手段と、選択手段が選択するテレビ局が放送中の放送番組を表示する表示手段と、録
画操作手段と、録画操作手段による操作に基づき前記表示手段にされている放送番組の録
画済部分以降番組終了までを録画として保存する録画制御手段とを有することを特徴とす
る動画データ鑑賞装置が提供される。
【００１９】
　上記の特徴によれば、特に予定なしにテレビをオンしたユーザが放送途中の番組に関心
を持ったとき、その番組について放送済みの部分にまで遡って録画することが可能となる
。またこれを可能とするための複雑な操作も不要であり、関心を持ったときに機会を失う
ことなく即座に録画を行うことができる。
【００２０】
　上記本発明の具体的な特徴によれば、録画制御手段は、録画操作手段の操作に基づき放
送中の放送番組の開始部分以降番組終了までを録画として保存する。これによって、関心
のある番組については放送中である限り思い立った時にいつでその開始部分から機会を失
うことなく録画することが可能となる
【００２１】
　本発明の他の特徴によれば、主電源がオンのときのみ機能するテレビ番組鑑賞機能部と
、主電源のオンオフにかかわらず選択可能なテレビ局の放送番組を全て受信するとともに
録画する受信録画手段と、テレビ局の放送番組の有無を検知して前記受信録画手段を制御
する受信録画制御手段とを有することを特徴とする動画データ鑑賞装置が提供される。
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【００２２】
　上記の特徴によれば、テレビ局から番組が放送されていないときに受信録画装置が無駄
に機能することを防止できるとともに、テレビ番組鑑賞機能部のオンオフにかかわらず放
送番組を自動録画するので、ユーザがいつ主電源をオンしてもユーザが関心を持った番組
をその開始部分から再生するかまたは録画として保存することができる。。
【００２３】
　本発明の他の特徴によれば、動画データ鑑賞開始操作を検知する操作検知手段と、番組
動画データおよび広告動画データを外部から入力する入力手段と、操作検知部によって動
画データ鑑賞開始操作が検知されたとき入力手段によって入力された複数の広告動画デー
タの連続再生を自動的に開始する広告動画データ自動再生手段と、広告動画データ自動再
生中に番組動画データ鑑賞のための操作を可能にする制御手段とを有する動画データ鑑賞
装置が提供される。
　上記の構成によれば、サーバ型放送を鑑賞するための操作をするだけで、広告動画デー
タの連続再生が自動的に開始されるので、例えば従来のテレビにおいて電源スイッチを入
れた場合などと同様、ユーザには動画の再生を開始させるためのそれ以上の格別の操作の
負担はない。このようにして、広告動画データを自然にユーザの目に触れさせることがで
きる。さらに、ユーザは広告動画データに関心がなければいつの時点でも、自らの意思で
広告動画データの連続自動再を中断し、番組動画データ鑑賞のための操作を行うことがで
きる。
【００２４】
　本発明の他の特徴によれば、動画データ鑑賞開始操作を検知する操作検知手段と、番組
動画データおよび広告動画データを外部から入力する入力手段と、操作検知部によって動
画データ鑑賞開始操作が検知されたとき入力手段によって入力された複数の広告動画デー
タの連続再生を自動的に開始する広告動画データ自動再生手段と、広告動画データ自動再
生中に番組動画データ鑑賞権獲得のための操作を可能にする制御手段とを有する動画デー
タ鑑賞装置が提供される。
　上記の構成においても、サーバ型放送を鑑賞するための操作をするだけで、広告動画デ
ータの連続再生が自動的に開始されるので、ユーザには動画の再生を開始させるためのそ
れ以上の格別の操作の負担なしに、まずは、広告動画データを自然に触れることができる
。さらに、ユーザは広告動画データに関心があればいつの時点でも、自らの意思で広告動
画データの連続自動再を中断し、番組動画データ鑑賞権獲得のための操作を行うことがで
きる。
【００２５】
　本発明の具体的な特徴によれば、制御手段は、複数の広告動画データの一つを特定する
操作を検知して番組動画データ鑑賞権獲得を可能とする。つまり、連続自動再生される広
告動画データの一つを特定することによって容易にその広告動画データについて番組動画
データ鑑賞権の獲得に進むことができる。
　本発明の他の具体的な特徴によれば、広告動画データは番組の広告動画データを含むと
ともに、制御手段は、広告動画データに基づく番組の特定操作を検知してその番組の番組
動画データ鑑賞権を発行可能な広告動画データを表示する。その意義は、上記において、
第一広告データと第二広告動画データに関して説明したのと同様である。
　本発明の動画データ鑑賞装置の他の具体的な特徴によれば、広告動画データの入力元を
選択するための選択手段が設けられる。これによって、より関心のある広告動画データの
連続自動再生を求め、広告動画データ入力元を変更することが可能となる。これは、広告
動画データに関するものではあるが、従来のテレビにおけるチャンネル変更に準じた使い
勝手となる。
【００２６】
　本発明の他の特徴によれば、番組動画データおよび広告動画データを外部から入力する
入力手段と、広告動画データを検索するための検索手段とを有することを特徴とする動画
データ鑑賞装置が提供される。この検索手段は、具体的には、番組動画データ鑑賞権を発
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行する広告動画データを検索可能である。また、動画データ鑑賞装置には、具体的にはさ
らに検索結果に基づいて番組動画データ鑑賞権獲得のための操作を行う操作手段が設けら
れる。
　上記の構成によって、ユーザは自分が関心を持つ広告動画データの閲覧によってより主
体的に番組動画鑑賞権を獲得することができ、無理に広告動画データを見せられる不快感
から開放される。
　本発明のより具体的な特徴によれば、検索手段は、広告されている商品に関係する情報
に基づいて広告動画データを検索するだけでなく、広告されている商品自体には関係のな
い情報、例えば広告動画データの出演者などに基づいて広告動画データを検索することも
可能である。
【００２７】
　本発明の他の特徴によれば、番組動画データおよび番組動画データ鑑賞権を発行する広
告動画データを外部から入力する入力手段と、広告動画データで広告されている商品に関
するブログを検索するための検索手段と、広告動画データおよびブログを表示するための
表示手段を有することを特徴とする動画データ鑑賞装置が提供される。
　上記の構成によれば、広告主の情報だけでなく、他のユーザからの情報も得ることがで
きるので、広告動画データの閲覧動機がさらに高まる。
【００２８】
　本発明の他の特徴によれば、番組動画データおよび番組動画データ鑑賞権の獲得が可能
な広告動画データを外部から入力する入力手段と、動画データ鑑賞開始操作を検知する操
作検知手段と、操作検知手段が動画データ鑑賞開始操作を検知したとき獲得済みの番組動
画データ鑑賞権を表示する表示手段とを有する動画データ鑑賞装置が提供される。
　上記の構成によって、ユーザは動画データ鑑賞の意思を持った時点ですでに獲得済みの
番組動画データ鑑賞権の多少を知ることができ、必要に応じ、広告動画データを閲覧して
番組動画データ鑑賞権を獲得することができる。
【００２９】
　本発明の他の特徴によれば、番組動画データおよび番組動画データ鑑賞権の獲得が可能
な広告動画データを外部から入力する入力手段と、番組動画データ鑑賞権が不足する場合
でもこれをクレジットして番組動画データ鑑賞を可能とする鑑賞実行手段と、クレジット
された番組動画データ鑑賞権を表示する表示手段とを有する動画データ鑑賞装置が提供さ
れる。
　上記の構成によって、ユーザは番組動画データ鑑賞権の有無や不足にかかわらず即座に
番組動画データの鑑賞することが可能となるとともに、不足の場合はクレジットの発生を
知ることができる。
【００３０】
　本発明の他の特徴によれば、番組動画データおよび番組動画データ鑑賞権の獲得が可能
な広告動画データを外部から入力する入力手段と、入手した広告動画データを記憶する記
憶手段と、番組動画データ入手中に前記記憶部に記憶された広告動画データを自動的に再
生表示する広告動画データ自動再生手段とを有する動画データ鑑賞装置が提供される。
　上記の構成によって、番組動画データの入手に必要な時間帯を利用して自然に広告動画
データをユーザに見せることができる。もちろん、番組動画データの入手が完了すれば、
直ちに広告動画データの再生を中断することも可能である。
【００３１】
　本発明の他の特徴によれば、番組動画データおよび番組動画データ鑑賞権の獲得が可能
な広告動画データを外部から入力する入力手段と、番組動画データの特定によりその番組
のための番組動画データ鑑賞権を発行可能な広告動画データを表示する表示手段とを有す
る動画データ鑑賞装置が提供される。
　上記の構成によれば、所望の番組動画データを特定することにより、その番組のための
番組動画データ鑑賞権を発行可能な広告動画データを容易に知ることが可能となり、ユー
ザにとっては効率的に番組動画データ鑑賞権の獲得が行える利点があるとともに、広告主
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にとっても番組動画データに関心のあるユーザに広告動画データを閲覧させる機会を得る
ことができる利点がある。
【００３２】
　本発明の他の特徴によれば、番組動画データおよび番組動画データ鑑賞権の獲得が可能
な広告動画データを外部から入力する入力手段と、広告動画データの特定によりその広告
動画データの閲覧によって獲得される番組動画データ鑑賞権が使用可能な番組動画データ
を表示する表示手段とを有する動画データ鑑賞装置が提供される。
　上記の構成によれば、所望の広告動画データを特定することにより、その広告動画デー
タの閲覧によって獲得される番組動画データ鑑賞権が使用可能な番組動画データを容易に
知ることが可能となり、ユーザにとっては番組動画データ鑑賞権の使用範囲がわかる利点
があるとともに、広告主にとってもユーザの広告動画データ閲覧動機をより高めることが
できる利点がある。
【００３３】
　本発明の他の特徴によれば、広告動画データを外部から入力する入力手段と、広告動画
データを再生表示する広告動画データ再生手段と、再生手段に広告再生を中断させるため
の再生中断信号を発生させる広告中断操作部と、広告中断信号を外部に出力する出力手段
とを有する動画データ鑑賞装置が提供される。
　上記の構成によれば、ユーザは関心のない広告動画データの再生を即座に中断すること
ができるとともに、その中断操作を外部に出力することによって、関心のない傾向にある
広告動画データの今後の再生についてフィードバックをかけることができる。
【００３４】
　本発明の他の特徴によれば、番組動画データおよび番組動画データ鑑賞権の獲得が可能
な広告動画データを外部から入力する入力手段と、広告動画データを再生表示する広告動
画データ再生手段と、再生手段によって再生される広告動画データを閲覧したことを示す
閲覧実績信号を発生させる閲覧操作部と、閲覧実績信号を外部に出力する出力手段とを有
する動画データ鑑賞装置が提供される。
　上記の構成によれば、ユーザは関心のある広告動画データを外部に出力することにより
関心のある傾向にある広告動画データの今後の再生についてフィードバックをかけること
ができる。
【００３５】
　本発明の他の特徴によれば、番組動画データおよび番組動画データ鑑賞権の獲得が可能
な広告動画データを外部から入力する入力手段と、広告動画データを再生表示する広告動
画データ再生手段と、広告動画データ閲覧に基づく広告評価信号を発生させる評価操作部
と、広告評価信号を外部に出力する出力手段とを有する動画データ鑑賞装置が提供される
。
　上記の構成によれば、ユーザは広告動画データに対する評価を外部に出力することによ
り特に関心のある傾向にある広告動画データの今後の再生について具体的な評価を伴った
フィードバックをかけることができる。
【００３６】
　本発明の他の特徴によれば、番組動画データおよび番組動画データ鑑賞権の獲得が可能
な広告動画データを外部から入力する入力手段と、番組動画データを再生表示する番組動
画データ再生手段と、番組動画再生中に任意に広告動画データの再生を指示する広告動画
データ再生操作部とを有する動画データ鑑賞装置が提供される。
　上記の構成によれば、ユーザの意思に関係なく広告動画データが番組途中に挿入される
不愉快を避けることができるとともに、長時間番組の鑑賞に疲れたときなどにはユーザ自
身の操作で必要に応じ任意の時点で広告動画データの再生を指示して休憩や気分転換を行
うことが可能となる。また、このような広告動画データの閲覧を通じ、必要な番組動画デ
ータ鑑賞権の獲得を行うこともできる。
【００３７】
　本発明の他の特徴によれば、番組動画データおよび番組動画データ鑑賞権の獲得が可能
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な広告動画データを外部から入力する入力手段と、番組動画データを再生表示する番組動
画データ再生手段と、番組再生が終了した時に自動的に広告動画データの再生を可能とす
る広告動画データ再生手段とを有する動画データ鑑賞装置が提供される。
　上記の構成によれば、番組終了を番組動画データ鑑賞権の獲得機会として活用すること
が可能となる。なお、本発明の具体的な特徴によれば、番組動画データ鑑賞権をクレジッ
トして番組動画データ鑑賞した場合に、番組再生の終了で自動的に広告動画データの再生
を可能とする。これによって番組動画データ鑑賞権の早急な修得の必要性に対応すること
ができる。
【００３８】
　本発明の他の特徴によれば、番組動画データおよび番組動画データ鑑賞権の獲得が可能
な広告動画データを外部から入力する入力手段と、番組動画データを再生表示する番組動
画データ再生手段と、再生された番組に対する関連番組があるときこの番組動画データを
表示する関連番組表示手段とを有する動画データ鑑賞装置が提供される。
　上記の構成によれば、再生された番組の関連番組動画データの存在を容易に知ることが
できる。そして本発明の具体的な特徴によれば、関連番組が表示されるとき自動的に広告
動画データの再生を可能とする広告動画データ再生手段が設けられる。本発明のさらに更
に具体的な特徴によれば、関連番組を指定した番組動画データ鑑賞権を発行可能な広告動
画データが表示される。このような特徴により、関連番組を鑑賞するための番組動画デー
タ鑑賞権の獲得が容易になる。
【００３９】
　本発明の他の特徴によれば、番組動画データおよび番組動画データ鑑賞権の獲得が可能
な広告動画データを外部から入力する入力手段と、獲得された番組動画データ鑑賞権を使
用して番組動画データを再生表示する番組動画データ再生手段と、番組動画データ鑑賞権
の獲得順に基づいてその使用を行う管理手段とを有する動画データ鑑賞装置が提供される
。
　上記の特徴によれば、番組動画データ鑑賞権の発行順と使用順に不合理が生じて実体か
ら遊離した広告料の配分が生じるのを防止することができる。
【００４０】
　本発明の他の特徴によれば、番組動画データおよび番組動画データ鑑賞権の獲得が可能
な広告動画データを外部から入力する入力手段と、獲得された番組動画データ鑑賞権を使
用して番組動画データを再生表示する番組動画データ再生手段と、再生しようとする番組
動画データを指定した番組動画データ鑑賞権を獲得しているときは番組動画データ指定の
ない番組動画データ鑑賞権よりも先にこれを使用する管理手段とを有する動画データ鑑賞
装置が提供される。
　上記の特徴によれば、再生しようとする番組動画データを指定した価値の高い番組動画
データ鑑賞権あるにもかかわらずその利点を充分に活用しない使用状況が発生するのを防
止することができる。
【００４１】
　本発明の具体的な特徴によれば、再生しようとする番組動画データを指定した番組動画
データ鑑賞権が余剰であったときはこれを番組動画データ指定のない番組動画データ鑑賞
権に変換される。
　また、本発明の他の具体的な特徴によれば、再生しようとする番組動画データの鑑賞に
使用可能な番組動画データ鑑賞権が不足する場合、他の番組動画データを指定した番組動
画データ鑑賞権があればその使用を可能とする。
　上記のような具体的な特徴によれば、番組動画データ鑑賞権を無駄なく合理的に使用す
ることが可能となる。
【実施例】
【００４２】
　図１は、本発明における動画データ配信・鑑賞システムの実施例の全体構成を示すブロ
ック図である。実施例は、広告主の提供する広告動画（いわゆるＣＭまたはテレビコマー
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シャル）の広告料によって番組配信が賄われるテレビシステムとして構成されており、基
本的にユーザは無料で番組を鑑賞することができる。
　本発明の実施例におけるテレビシステムは番組動画データ配信機能を持つ複数のテレビ
局を含むが、最も単純化した場合として、図１ではＡテレビ局１およびＢテレビ局２を図
示している。しかしながら、第三又はそれ以上のテレビ局がテレビシステムに含まれてい
てよい。
　Ａテレビ局１は、複数の番組動画データを保持するとともに、番組およびその配信等を
管理するＡテレビ局コンピュータ３を有する。図１では番組動画データの代表としてＡ１
番組動画データ４およびＢ番組動画データ５を図示しているが、当然ながら番組動画デー
タはこれ以外にも存在する。同様に、Ｂテレビ局２も、Ｂ１番組動画データ、Ｂ２番組動
画データおよびＢテレビ局コンピュータ６を有する。　
　Ａテレビ局１およびＢテレビ局２の番組は、通常のテレビ放送としてデジタル放送電波
によっても配信可能であるが、デジタル動画圧縮データとしてインターネット経由の通信
によっても配信される。
【００４３】
　本発明の実施例におけるテレビシステムは動画データ鑑賞装置としての複数のユーザテ
レビを含むが、その代表として、図１ではＣユーザテレビ９およびＤユーザテレビ１０を
図示している。当然ながら、ユーザテレビはこれら以外に不特定多数存在するが、その図
示は省略する。Ｃユーザテレビ９およびＤユーザテレビ１０はそれぞれ、テレビ機能およ
び番組受信を管理するＣユーザコンピュータ１１およびＤユーザコンピュータ１２を有す
る。これらのコンピュータはインターネットに接続されている。
　Ｃユーザテレビ９およびＤユーザテレビ１０は、通常のデジタル放送電波によってテレ
ビ放送としての番組を受信できるが、デジタル動画圧縮データとしてインターネット経由
の通信によって番組データの配信を受けることも可能である。図１では、Ｃユーザテレビ
９がインターネット経由の通信によってＡ１番組動画データ４とＢ1番組動画データ７の
配信を受けている様子を図示している。一方、Ｄユーザテレビ１０はインターネット経由
の通信によってＢ２番組動画データ８の配信を受けている。
　インターネット経由で番組データの配信を受けたＣユーザテレビ９又はＤユーザテレビ
１０は、ダウンロードしたデジタル圧縮動画データをそれぞれＣユーザコンピュータ１１
又はＤユーザコンピュータ１２の記憶部に保存する。従って、放送受信の場合と異なり、
Ｃユーザテレビ９又はＤユーザテレビ１０のユーザは、ダウンロードした番組データをダ
ウンロード直後だけでなく任意の時間に解凍して観賞することが可能となる。
【００４４】
　広告動画データ配信装置として機能する広告配信局１３は、インターネットを介した通
信により、広告配信局コンピュータ１４の管理に基づいてＣユーザテレビ９又はＤユーザ
テレビ１０にＥ広告動画データ１５又はＦ広告動画データ１６を配信する。そして広告配
信局コンピュータ１４からの指示またはＣユーザコンピュータ又はＤユーザコンピュータ
自身の操作に基づき、Ｃユーザコンピュータ又はＤユーザコンピュータにおいてその解凍
および再生が行われる。広告配信局１３が配信可能な広告動画データは他にも多数存在す
るが図示を省略する。
　図１では、例として、Ｃユーザテレビ９がＥ広告動画データ１５の配信を受けるととも
に、Ｄユーザテレビ１０がおよびＥ広告動画データ１５およびＦ広告動画データ１６の配
信を受けている状態を図示している。なお、番組動画データとは異なり、広告動画データ
の場合は選択した広告動画データを後で見ることはできず、選択に連動したタイミングで
Ｃユーザテレビ９又はＤユーザテレビ１０において動画再生が自動的に始まる。
　また、広告動画データの再生はユーザの選択によるものだけでなく、予め決められた手
順によって自動的に広告動画データをユーザテレビで再生することもできる。また、ユー
ザテレビ側では再生される広告動画データの再生を任意にカット（いわゆるＣＭカット）
することもできる。これらについては、広告動画データの配信や選択と併せて後述する。
【００４５】
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　広告配信局１３は、Ｃユーザテレビ９又はＤユーザテレビ１０によって人間が広告動画
データの内容を閲覧したことを確認すると、ポイントが発行される。このようにして発行
されたポイントはＣユーザテレビ９又はＤユーザテレビ１０がＡテレビ局１またはＢテレ
ビ局２の番組動画データを鑑賞するための番組動画データ鑑賞権となる。つまり、ポイン
トの発行を受けたＣユーザテレビ９又はＤユーザテレビは、そのポイントを使用すること
によって、Ａテレビ局１又はＢテレビ局２から番組動画データをダウンロードして無料で
鑑賞することができる。
　上記のポイントには、汎用ポイントと番組指定ポイントがあり、番組指定のない汎用ポ
イントの場合、Ｃユーザテレビ９又はＤユーザテレビ１０では、どの広告動画データを見
て得たポイントであるかに係わらず、Ａテレビ局１およびＢテレビ局２のいずれのテレビ
局についても、またどの番組動画データについても、ポイントを使用できる。一方、番組
指定ポイントの場合、原則として発行の際に指定される番組にしかポイントを使用できな
い。なお、番組指定ポイントは所定の交換レートで汎用ポイントに交換することも可能で
ある。ポイントの発行およびその使用の詳細について後述する。
【００４６】
　なお、図１では、簡単のため広告配信局を一つとしたが、本発明の実施例は複数の広告
配信局が競合している場合も含む。そのような場合であっても、どの広告配信局が発行し
たかに係わらず、ユーザは獲得したポイントをどのテレビ局のどの番組でも使用すること
ができる。
　また、異なる実施形態として、特定の広告配信局と特定のテレビ局とが排他的な系列を
成し、系列外の広告配信局が発行したポイントは系列内のテレビ局の番組動画データのダ
ウンロードには使えないようにすることもできる。
【００４７】
　広告配信局１３が管理しているＥ広告動画データ１５およびＦ広告動画データ１６は、
それぞれＥ広告主１７およびＦ広告主１８から提供を受けたものである。具体的には、広
告主の依頼を受けた広告動画作成業者が広告動画データを提供する。
　Ｅ広告主１７およびＦ広告主１８は、広告料支払いの管理を行うために、それぞれＥ広
告主コンピュータ１９およびＦ広告主コンピュータ２０を有する。Ｅ広告主コンピュータ
１９およびＦ広告主コンピュータ２０はそれぞれ広告配信局コンピュータ１４と連携して
おり、Ｃユーザテレビ９又はＤユーザテレビ１０によるＥ広告動画データ１５又はＦ広告
データ１６の閲覧実績に応じて、Ｅ広告主１７又はＦ広告主１８から広告配信局１４への
広告料支払いを実行する。
　上記のようにして広告配信局１３が得た広告料は、広告配信局１３の事業を維持するた
めの手数料を差し引いた後、ポイントを使用するＣユーザテレビ９又はＤユーザテレビ１
０の番組動画データ閲覧実績に応じてＡテレビ局１又はＢテレビ局２に分配される。
【００４８】
　図２は、図1の実施例において、Ａテレビ局コンピュータ３、Ｂテレビ局コンピュータ
６、Ｃユーザコンピュータ１１、広告配信局コンピュータ１４、Ｅ広告主コンピュータ１
９、およびＦ広告主コンピュータ２０によりインターネット経由で交換される情報および
価値の流れを図示したブロック図である。Ｄユーザコンピュータ１２と他のコンピュータ
との関係については、Ｃユーザコンピュータ１１と同様なので、簡単のため図２ではその
図示と説明を省略している。具体的には、図２において、Ｃユーザコンピュータ１１をＤ
ユーザコンピュータ１２と読み代えて理解すればよい。
　なお、図２では、各コンピュータ間の価値の交換が直接行われるように図示しているが
、各コンピュータの間に銀行又はカード信販会社のコンピュータが介在していてもよい。
【００４９】
　図２において、広告配信局コンピュータ１４とＥ広告主コンピュータ１９の間では、Ｅ
広告主コンピュータ１９から広告配信局コンピュータ１４に向けての広告料支払い処理が
行われる。この広告料は定額部分と従量部分から成っており、定額部分はＥ広告動画デー
タ１５の配信管理契約の成立に基づくデータアップより支払われるが、従量部分について
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は、広告配信局コンピュータ１４からＥ広告主コンピュータ１９に対して行われるＥ広告
動画データ１５の閲覧実績の報告に基づいて支払い処理が行われる。この閲覧実績はＥ広
告動画データを閲覧した不特定多数の全ユーザテレビの閲覧実績が定期間分集計されたも
のであり、Ｄユーザテレビ１０によるＥ広告データ１５の閲覧実績もその中に含まれる。
　配信局コンピュータ１４とＦ広告主コンピュータ２０の間でもＦ広告動画データについ
て同様の広告料支払い処理と閲覧実績の実績報告処理が行われるが、Ｅ広告主１７の場合
と同様なので説明は繰り返さない。
【００５０】
　Ｃユーザコンピュータ１１と広告配信局コンピュータ１４の間では、広告配信局コンピ
ュータ１４からＣユーザコンピュータ１１へのポイント発行処理が行われる。ポイント発
行処理は、Ｃユーザコンピュータ１１から広告配信局コンピュータ１４に対して行われる
広告動画データ閲覧実績に基づいてその都度行われる。
　図１では、Ｅ広告動画データ１５の配信を受けているのでその閲覧が確認されると、Ｅ
広告動画データ１６に応じたポイントが広告配信局コンピュータ１４からＣユーザコンピ
ュータ１１に発行される。また、Ｆ広告動画データ１６の配信を受けたなら、その閲覧の
確認に基づいてＦ広告動画データ１６に応じたポイントが広告配信局コンピュータ１４か
らＣユーザコンピュータ１１に発行される。Ｃユーザコンピュータ１１には、このように
して種々の広告動画データを閲覧することによって獲得されたポイントが蓄積される。
【００５１】
　Ｃユーザコンピュータ１１とＡテレビ局コンピュータ３の間では、番組鑑賞に伴うポイ
ント使用処理が行われる。例えば、Ｃユーザコンピュータ１１からＡ１番組動画データ４
の配信を要求すると、配信に必要なポイントの有無がコンピュータ間で確認され、充分な
ポイントがあれば使用ポイントがＣユーザコンピュータ１１の蓄積ポイントから差し引か
れるとともに、これと引き換えにＡ1番組動画データ４がＣユーザコンピュータ１１に配
信される。
　なお、ポイントがないか又は不足する場合でも、ポイントのクレジットによってＡ１番
組動画データ４のダウンロードができる。これについては後述する。
　Ｃユーザコンピュータ１１はＢテレビ局コンピュータ６とも連携して番組鑑賞に伴うポ
イント使用処理を行うが、Ａテレビ局コンピュータ３との連携の場合と同様なので、説明
は省略する。
【００５２】
　Ａテレビ局コンピュータ３と広告配信局コンピュータ１４の間では、広告料分配処理が
行われる。広告配信局コンピュータ１４は、Ａテレビ局コンピュータ３から行われるポイ
ント使用実績の通知に基づいてＡテレビ局コンピュータ３に広告料の分配を行う。このポ
イント使用実績は、不特定多数のユーザテレビからの要求に従ってＡテレビ局が配信した
種々の番組についてそれぞれ使用されたポイントを所定期間合計したものである。従って
図示はしていないが、この合計の中には、Ｃユーザコンピュータ１１からの使用ポイント
だけでなく、Ｄユーザコンピュータ１２からの使用ポイントも含まれている。
　広告配信局コンピュータ１４はＢテレビ局コンピュータ６と間でも広告料分配処理を行
うが、Ａテレビ局コンピュータ３との場合と同様なので説明は省略する。
【００５３】
　図３は、図２と同様、本発明の実施例のコンピュータ間においてインターネット経由で
交換される価値の流れを図示したブロック図である。図２と異なり、広告配信局が複数あ
る場合を図示していて、広告配信局コンピュータ１４に加え、第二広告配信局コンピュー
タ２１が追加されている。なお、Ｂテレビ局の機能はＡテレビ局とまったく同様にして理
解できるので、簡単のため図３ではＢテレビ局コンピュータ６を図示から省略している。
具体的には、図３においてＡテレビ局コンピュータ３をＢテレビ局コンピュータ６に読み
かえて理解すればよい。
　図３のように広告配信局が複数ある場合、これらの広告配信局は互いに独立の事業体と
して競合し、それぞれ独自に広告主との間で広告管理の契約を結ぶとともに、テレビ局と
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も独自に広告料分配の契約を結んでいる。
【００５４】
　第二広告配信局コンピュータ２１は、Ｇ広告主コンピュータ２２およびＨ広告主コンピ
ュータ２３と連携し、Ｇ広告主およびＨ広告主がそれぞれ提供した広告動画データを管理
している。その連携のしかたは、広告配信局コンピュータ１４とＥ広告主コンピュータ１
９およびＦ広告主コンピュータ２０との連携と同様なので、説明は省略する。
　また、Ｃユーザコンピュータ１１と第二広告配信局コンピュータ２１との連携について
も、広告配信局コンピュータ１４との連携と同様なので説明は省略する。但し、Ｃユーザ
コンピュータには広告配信局コンピュータ１４が発行するポイントと第二広告配信局コン
ピュータの発行するポイントが混在して蓄積される。そして、これらのポイントはいずれ
の広告配信局で発行されたものか識別可能となっている。さらにＣユーザコンピュータに
はいずれの広告配信局でいつ何ポイント発行されたからの発行日の情報も記録されている
。これは、後述するように、早い発行日付のポイントから使用する管理を行うためである
。
【００５５】
　Ｃユーザコンピュータ１１に蓄積された広告配信局コンピュータ１４および第二広告配
信局コンピュータ２１が発行したポイントは、一つの番組、例えばＡ１番組動画データの
配信のためにＡテレビ局コンピュータ３に対し合算して使用することが可能である。
　但し、Ａテレビ局コンピュータ３は、使用されたポイントをコンピュータ１４が発行し
たポイントと第二広告配信局コンピュータ２１が発行したポイントとを区別して集計して
いる。従って、広告配信局コンピュータ１４へのポイント使用実績の通知は広告配信局コ
ンピュータ１４が発行したポイントだけについて行われ、広告配信局コンピュータ１４が
得た広告料からＡテレビ局コンピュータ３に対して、広告料の配分が行われる。第二広告
配信局コンピュータ２１の発行したポイントについても同様である。
【００５６】
　以上のようにして、広告動画データの閲覧実績に基づいて支払われた広告料が、閲覧実
績に基づいて発行されるポイントの使用実績に応じてテレビ局に配分される。従って、広
告配信局単位では全広告主から得た広告料の合計と全テレビ局に配分した広告料の合計は
全体として対応しており、どの広告主の広告を閲覧して得たポイントがどのテレビ局のど
の番組の配信を受けるために使われたかは必ずしも問題にはならない。また、個々の広告
主としても既に広告閲覧の実績を確保し、これに満足して広告料を支払っているので、そ
の後のポイントの使途は必ずしも関心事ではない。さらに、個々のテレビ局としても配信
した番組の鑑賞に伴うポイントの使用実績に基づいて広告料の配分を受けることができる
ので、使用されたポイントがどの広告の閲覧に基づいて発行されたかは必ずしも問題では
ない。汎用ポイントはこのような考え方に基づいて発行され使用されるものである。
　これに対し、番組指定ポイントでは、広告主、ユーザテレビおよびテレビ局のすべてに
おいて、特定の番組を前提として広告の提供およびポイントの発行と使用が行われる。ポ
イントの詳細については後述する。
【００５７】
　なお、図２または図３において、テレビ局と広告配信局が一体の事業体となり、同一事
業体内部において、広告配信局コンピュータ機能部分がポイント発行に伴って得た広告料
が、番組鑑賞に伴うポイント使用の実績に基づいてテレビ局コンピュータ部分に分配され
る形の実施例も可能である。
　さらに、図２又は図３において、Ａテレビ局コンピュータ３のブロックと広告配信局コ
ンピュータ１４のブロックを一体としてポイント使用実績通知と広告料分配のプロセスを
省略し、ポイント発行に伴って得た広告料がポイント使用を待たずにそのまま事業体の収
入となるような実施例も可能である。この場合は、ポイント使用が一見広告料収入獲得と
無関係のように見えるが、元々ポイントはテレビ番組に対するユーザの鑑賞動機に基づい
て発行されるものであり、ポイント使用がなければポイント発行も広告料収入もない。従
って、本発明のシステムでは、あくまで魅力的な番組の存在とその鑑賞のためのポイント
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使用が前提となる。
【００５８】
　図４は、本発明の実施例におけるＣユーザテレビ９又はＤユーザテレビ１０のテレビ画
面図であり、リモコンの操作によりテレビの電源をオンした状態を示している。この状態
では、テレビ画面３１には放送電波を利用した通常デジタル放送動画３２が表示される。
併せて、放送の録画操作を行うための録画ボタン３３、デジタル放送録画又はダウンロー
ドした番組動画データを再生するモードに入る操作を行うための再生モードボタン３４、
インターネット経由で配信される番組動画データの鑑賞を開始するときに操作するネット
モードボタン３５が表示される。さらに、テレビ局の選択操作を行うための選局ボタン３
６および番組表を表示するために操作する番組表ボタン３７も表示される。上記各ボタン
および後出の各ボタンその他の操作は、すべてリモコンによって行われる。
　上記において、再生モードボタン３４を操作したときは、デジタル放送を録画して得た
動画データであるかダウンロードにより得た番組動画データであるかに係わらず、再生可
能な番組の両者がリストとして表示される。両者は混在していてもよい。また番組表ボタ
ン３７を操作したときも、デジタル放送番組およびネットからダウンロードする番組動画
データのいずれの選択も可能な画面が表示される。これらの詳細については後述する。
【００５９】
　図５は、図４においてネットモードボタン３５を操作した場合の表示状態を示すテレビ
画面図である。この場合、テレビ画面３１には自動広告動画４１が表示される。自動広告
動画４１は広告配信局コンピュータ１４から配信されたデータがＣユーザコンピュータに
より所定の順序で自動的に再生されるものである。なお、自動広告の動画データの解凍処
理は、別の広告動画の再生と並行して進められるので、一つの広告動画の再生終了と同時
に次の広告動画の再生が可能となる。
　なお、自動広告動画については、個々の広告毎の閲覧実績ではなく、合計閲覧時間の長
さに応じてポイントが発行される。但し、獲得できるポイントは最低レベルに抑えられて
おり、テレビをつけている時間に消費する電気代程度でしかないので、自動広告動画を見
ずに図５の状態でテレビをつけっぱなしにして時間によるポイントを稼ごうとしても、割
が合わないようになっている。自動広告動画データを提供する広告主への広告料請求も、
上記を前提に、閲覧実績ではなく個々の広告動画にそれぞれ配分される放映予定時間に応
じて行われる。
【００６０】
　自動広告動画データは、それ単独として配信することもできるが、選択によって閲覧さ
れるＥ広告動画データ１５やＦ広告動画データ１６のダイジェスト版又はインデックス版
としてのより短時間の広告動画データとして配信することもできる。この場合はその旨の
リンク表示が自動広告動画４１の中で行われているので、自動広告再生中に広告ポイント
ボタン４２を操作すれば、本編としてのＥ広告動画データが閲覧できるとともに、その閲
覧確認によって正規のポイントが発行される。
　一方、再生中の自動広告に関心がない場合は、広告カットボタン４３を操作することに
より、その広告の再生は即時中断され、次の広告の再生に移行する。また、広告カットボ
タン４３の操作は広告配信局コンピュータ１４に報告され、以後、同一のユーザコンピュ
ータにおいては同一広告の再生が所定のルールの下に控えられる。さらに、広告配信局コ
ンピュータ１４では各ユーザコンピュータからの広告カットボタン操作の報告を集計する
ことにより、広告カット操作が多くて広告効率の悪い広告の配信継続については広告主に
フィードバックをかける。また、自動広告については、広告カット実績に応じて広告主へ
の広告料請求を割り引く措置をとってもよい。
【００６１】
　図５の状態では、さらに広告の検索を行う時に操作する広告サーチボタン４４、および
自動広告の傾向が気に入らない時に広告配信局の選択を行うための広告選局ボタン４５が
表示されている。なお番組表ボタン３７は、図４の状態で表示されているものと同じ機能
を持つ。
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　なお、図５に示すように、自動広告動画放映中にはユーザが獲得している現ポイント４
６、クレジットポイント４７およびクレジット金額４８が表示常時表示されている。クレ
ジットポイント４７がなくならないかぎり、現ポイント４６の表示はゼロである。ユーザ
はこれらの表示によりポイント稼ぎの必要性を認識することができるので、広告ポイント
ボタン４２を操作する動機が高まる。これらの表示の意味については後に補足する。
【００６２】
　図６は、図４又は図５において番組表ボタン３７が操作された場合の表示状態を示すテ
レビ画面図である。番組表５１には、現時点で鑑賞可能な番組のリストが表示される。番
組表５１にはまずジャンルなど大分類が表示され、これを選択ボタン５３の操作により細
分類に絞り込んでいくことによって、ヒットした番組のリストが表示される。また、検索
条件ボックス５２に検索条件を入れて検索することによりヒットした番組のリストを表示
することもできる。番組リストに表示される番組は、現在放送中の放送番組と現時点でダ
ウンロード可能な番組動画データの両者が混在して表示されるのでそのいずれでも選択が
可能である。このようにして表示された番組リストの中から、選択ボタン５３の操作によ
り番組を選択することができる。
　なお、番組表５１に上記のように現時点で鑑賞可能な番組のリストが表示される状態に
おいて、録画済のデジタル放送番組およびダウンロード済みの番組動画データも含めてリ
ストアップされるよう設定しておくこともできる。この場合、これらの表示は他の、「録
画」済みでない番組とは識別可能としておく。
　また、現在／予定切換ボタン５４を操作することによって、番組表の表示は、まだ放送
時間の来ていない放送予定番組だけのリストとなる。これは曜日と時間別に番組を表にし
た在来型の番組表と同じものである。
【００６３】
　在来型の番組表を現時点で配信可能な番組のリストに戻すには、現在／予定切換ボタン
５４を再操作すればよい。なお、番組表５１に現時点で配信可能な番組のリストが表示さ
れている状態において、選択ボタン５３によりデジタル放送番組を選択すると、図４の表
示状態となり、その放送が表示される。
　一方、番組表５１の中からインターネット経由でダウンロード可能な番組動画データを
選択した場合には、ユーザコンピュータが蓄積している現ポイント５５、および選択され
た番組のダウンロードのための必要ポイント５６が表示される。現ポイント５５が必要ポ
イント５６を上回っている場合はこの表示は所定時間で消え、番組動画データのダウンロ
ードに入る。
　なお、ダウンロードの待ち時間中は図５の自動広告動画４１が順次表示される。このと
き関心のある広告があれば、広告ポイントボタン４２を操作して本編の広告動画データを
選択し、ポイント稼ぎを行ってもよい。その操作は番組動画データのダウンロードと並行
して可能である。番組動画データのダウンロードが完了して番組の鑑賞が可能になるとテ
レビ画面３１は番組表示に変る。なお、このとき広告再生の途中で自動的に番組に移行す
ることも考えられるが、その場合、その広告は広告カット扱いとはされない。
【００６４】
　一方、現ポイント５５が、選択された番組のダウンロードのための必要ポイント５６に
満たない場合はダウンロードが保留され、不足ポイント５７が表示される。現ポイントが
ゼロの時は必要ポイント５６と不足ポイント５７は同数となる。併せて、リアリティのた
めに不足ポイント５７を金額に換算した換算料金５８も表示される。
　ここで、番組が有料となって換算料金５８に表示された金額が後日指定口座から引き落
とされる可能性に同意なら、選択ボタン５３を再度操作することによって、上記と同様に
して番組動画データのダウンロードを行うことができる。なお、このようなポイント不足
状態でダウンロードを行うためには、誤操作防止のため、選択ボタン５３を再操作する代
わりに専用の有料ダウンロード操作ボタンを操作するようにしておいてもよい。
　また、上記のように選択ボタン５３を再度操作した場合、必要ポイント５６の表示がリ
セットされるとともに、不足ポイント５７の表示は今までのクレジットポイントと加算さ
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れたクレジットポイントの表示に切換る。また、これに対応して、換算料金５８も換算ク
レジット料金の表示に切換る。これらの表示は、図５における新たなクレジットポイント
４７およびクレジット金額４８となる。その後ポイントの獲得がなくて期日が過ぎた場合
、クレジット金額４８に表示されている金額は指定口座から引き落とされるが、期日まで
に新たなポイントを獲得することによってクレジットポイントをゼロにすれば料金の引き
落としが行われることはない。
【００６５】
　現ポイントが不足しているときは、選択ボタン５３を再度操作することに代えて広告動
画データを閲覧することによってその不足を解消することもできる。これを可能とするた
め、番組指定広告一覧５０に番組指定ポイントの獲得が可能な広告動画データのインデッ
クスが静止画又は簡易動画にて一覧表示される。このインデックスは広告内容の概略がわ
かるよう工夫されており、インターネットのウエブサイトにおけるバナー広告に準じたも
のである。各インデックスには獲得可能なポイントが併記されているので、不足ポイント
５７と対比しながら、関心度とポイントの高さを念頭に広告選択ボタン５９により一覧の
中から広告動画データの一つを選択する。これによって広告ポイントボタン４２を操作し
たのと同じ結果となり、その広告動画の閲覧確認によってポイントが発行される。発行ポ
イントによっても不足が解消されない場合は図６に戻るので、次の広告動画データを選択
し、これを閲覧する。このようにして、獲得ポイントの追加によって不足ポイント５７が
解消されると番組動画データのダウンロード始まる。以下の動作は不足ポイントがなかっ
た時と同様である。
　上記インデックスは広告主の工夫により、必ずしもメーカー名や商品名とは限らないよ
うにすることができる。たとえば敢えてメーカー名や商品名を伏せ、出演者名やその他ユ
ーザの興味を引きそうな映像などとすることができる。
　なお、ポイント不足の際の追加ポイント獲得は、必ずしも番組指定広告一覧５０の中か
ら選択した広告動画の閲覧によらなくてもよい。つまり、番組指定広告一覧５０の中にど
うしても関心のあるものがなければリモコン操作により一旦番組選択を中止して図５の画
面に戻り、広告サーチボタン４４を押すことによって後述するように汎用ポイントを獲得
してもよい。
【００６６】
　なお、番組をすぐに見るのではなく「録画」したい場合は、番組表からの選択を選択ボ
タン５３に代えて、録画ボタン６０で行う。これによって、選択された番組に応じて自動
的に「録画」処理が行われる。
　具体的には、録画ボタン６０により通常デジタル放送番組が選択された場合、その番組
が現に放送中であれば従来どおりの録画が行われる。また、まだ放送時間の来ていない通
常デジタル放送予定番組が選択された場合、在来型の録画予約が行われ、放送時間が来る
と自動的に録画の開始と終了が行われるとともに録画データがＣユーザコンピュータ１１
に保存される。
　一方、現時点でインターネット経由により配信可能な番組が選択された場合は、その番
組のダウンロードが行われるとともに、Ｃユーザコンピュータ１１に保存される。これら
の保存された番組は、上記のように、設定によって、番組表５１に「録画」済みの番組と
は識別可能に一覧表示に加えて表示するようにすることもできる。
【００６７】
　図７は、図５において広告サーチボタン４４が操作された場合の表示状態を示すテレビ
画面図である。広告サーチボタン４４は、商品情報が欲しい時、又は広告自体の面白さを
楽しみたい時などに、ポイント獲得を兼ねて操作されるものである。
　図７の状態において、商品情報が欲しいときに商品ボタン６３を操作すると、検索条件
６１には、商品ジャンルの大分類が表示され、これを細分類に絞り込んでいくことにより
ヒットした検索結果広告一覧６２が表示される。なお、図７の画面になった初期状態では
、何も操作しなくても検索条件は商品となる。検索結果広告一覧６２は、図６の番組指定
広告一覧５０と同様のものであり、インターネットのウエブサイトにおけるバナー広告に
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準じた静止画又は簡易動画のインデックスとなっている。
　検索結果広告一覧６２にインデックスが表示されている広告動画データを一回閲覧する
ことによって獲得できるポイントは、原則として商品単価と販売個数の積が同程度となる
よう設定されている。また、大量消費商品ではポイントが低く、ユーザの認知度の低い商
品、ユーザの人口が少ない高額商品、マニア向けの商品などではポイントが高くなってい
る。
　但し、関心がないのに単に高ポイント狙いで広告動画データ配信が要求されるのを防止
するため、図６の番組指定広告一覧５０とは異なり、検索結果広告一覧６２では獲得でき
るポイントの付記表示は行われず、実際に広告動画を閲覧してみるまでは獲得できるポイ
ントがわからないようになっている。また、同様の理由から、ポイント自体を検索条件に
することも禁止されている。さらに、高ポイントであることがわかった広告動画データが
単にポイント稼ぎのためだけに繰り返し閲覧されることを防止するため、同一広告動画デ
ータについては二回目以降の配信で獲得できるポイントが最低レベルに抑えられている。
広告主はポイント発行実績に応じて広告配信局に広告料を支払わなければならないので、
上記の措置によりユーザの関心の実態に合わない広告料の支払いを避けることができる。
【００６８】
　一般に広告は、元々商品に関心のあるユーザだけでなく、当初商品に全く関心がなかっ
たユーザを新たに掘り起こすことも狙って、出演者やロケ地に工夫を凝らすとともに、ス
トーリーや画像として興味を引くように作られている。このような観点からユーザとの出
会いを実現するため、検索条件は商品だけでなく種々のものが用意されている。出演者ボ
タン６４を操作すると、検索条件６１には、大分類としてまず５０音表が表示され、ここ
から氏名を絞り込んでいくことにより所望の出演者が出ている広告が検索結果広告一覧６
２に表示される。
　また、ロケ地ボタン６５を操作すると、５０音表又は地域の大分類や地図が表示され、
ここから地名や名所旧跡名を絞り込んでいくことによりヒットしたロケ地の広告が検索結
果広告一覧６２に表示される。季節ボタン６６を操作してさらにロケ地にアンド条件をか
けることも可能である。商品、出演者、ロケ地、季節などは、絞込みの段階で順次検索条
件６１に表示されるメニューや一覧から選んでもよいが、検索条件６１にフリーキーワー
ドを書き込んでもよい。
【００６９】
　広告の対象となる商品へのユーザの注目はその商品自体だけでなく、その商品への評価
および類似商品との間の相対情報などの関連情報も大きな注目要素となる。例えば、商品
へのユーザコメント、割引率、価格の比較、売り上げランキングなどがその例である。関
連情報を検索条件とする場合は、関連情報ボタン６７を操作する。
　また、フリーボタン６８を操作すると、商品、出演者、ロケ地、季節、関連情報などの
既存の検索カテゴリーにとらわれないフリーの検索カテゴリーを検索条件６１に書き込ん
で設定することが可能となる。一度設定したフリー検索カテゴリーは保存しておいて次回
から呼び出して使用することもできる。また、既存であるかフリーであるかに係わらずこ
れらの検索カテゴリーは複数のものを組み合わせることも可能である。
　以上によって得られた検索結果広告一覧の中から所定のインデックスを選択すると対応
する広告動画データの配信要求が行われ、これによって広告ポイントボタン４２を操作し
たのと同じ結果となって、その閲覧確認によってポイントが発行される。
　このように、当面鑑賞したい番組がない場合でも、商品情報を得るための広告サーチ又
は単なる好奇心による広告サーチにより、日ごろから番組鑑賞に必要なポイントを蓄積し
ていくこともできる。また、好奇心による広告サーチを期待して広告作家は作品として魅
力のある広告動画データの製作に励むことになる。
【００７０】
　上記の図６の番組指定広告一覧５０および図７の検索結果広告一覧のように複数の広告
がテレビ画面３１に同時表示される場合、その組合せは予め決まっていないので、一覧表
示全体に個々の広告の音声を採用することはできない。このため、これらの一覧表示の音
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声部分には個々の広告からは独立した何らかのバックグラウンドミュージック等が割り当
てられる。
　本発明の実施例では、このバックグラウンドミュージックとして、音楽ソフト商品のダ
イジェスト版又は試聴版が割り当てられる。Ｃユーザコンピュータ１１には広告配信局コ
ンピュータ１４から予め音楽ソフト商品のダイジェスト版又は試聴版のデータが配信され
ており、Ｃユーザコンピュータ１１からの命令コードに応じて、Ｃユーザコンピュータは
図６又は図７の画面を表示している間、所定の順序でこれらの音楽ソフト商品のダイジェ
スト版又は試聴版を再生する。また、テレビ画面３１にはその曲名やアーチストなどのデ
ータが参考表示される。
【００７１】
　図８は、図５における広告ポイントサーチボタン４２の操作、図６における番組指定広
告一覧５０からの選択操作、図７における検索結果広告一覧６２からの選択操作などによ
ってポイント対象広告動画データの再生が行われた時のポイント発行に関するテレビ画面
図である。
　テレビ画面３１におけるポイント対象広告動画７１の閲覧が終わると、ランダムなタイ
ミングで人間の目と脳でしか認識できないパターンが所定時間の間、繰り返しテレビ画面
３１に表示される。ユーザはこれを見てパターンの表示タイミングに同期して所定回数だ
け完了ボタン７２を操作する。この操作が正しく行われたことが確認できない限りポイン
トは発行されない。これは、テレビ画面の前に人間がいない状態で広告動画データの再生
だけを自動的に行ったり、人間がいないのに自動的に完了ボタン操作に相当する擬似信号
を発生させたりするなどの不正な手段で大量にポイント獲得が行われないようにするため
である。
【００７２】
　なお、完了ボタン７２の所定回数の操作の間に、アンケートに答える操作を行うとポイ
ントが倍になる。具体的には、「好き」ボタン７３と「嫌い」ボタン７４のいずれか、お
よび「有益」ボタン７と「無益」ボタン７６のいずれか操作してから最終回の完了ボタン
操作を行うと、獲得ポイントが倍になる。これらのアンケートボタンの操作は広告配信局
に報告されて広告動画の製作にフィードバックされる。
　なお、これらのボタンは、ポイント対象広告動画７１がユーザテレビのテレビ画面３１
で初めて再生されるときのみ表示され、同じポイント対象広告動画７１が二回目以降に再
生されるときは煩雑を避けるため表示されない。従って獲得ポイント倍加の処置もない。
このようなボタン表示制御は、広告配信局コンピュータ１４との連携により行われる。
　図８の状態においても、アンケートに対するユーザの回答動機を高めるため、ユーザが
獲得している現ポイント４６、クレジットポイント４７およびクレジット金額４８が図５
と同様にして常時表示されている。　
【００７３】
　なお、テレビ画面３１に表示されるポイント対象広告動画７１に音楽が採用されていれ
ば、その曲名やアーチストなどのコード情報が広告動画データに付随して配信される。Ｃ
ユーザコンピュータ１１は、これらのコード情報があれば、それに基づいて曲名やアーチ
ストなどの文字情報をポイント対象広告動画７１に重畳してテレビ画面３１に表示する。
　ユーザはこれらの文字情報を図８の画面上でリモコンによるＧＵＩカーソルにより指定
するか、又は図７の広告サーチ画面において検索条件として入力することによって、その
曲名やアーチストなどの情報を検索条件として、その曲が使われている他の広告動画又は
そのアーチストが出演している他の広告動画を検索することができる。
【００７４】
　図９は、図１から図３における本発明の実施例のＣユーザコンピュータ１１の動作を示
すフローチャートであり、Ｃユーザコンピュータがオン状態となって立ち上がる際の機能
を示している。なお、この図９以下に示すＣユーザコンピュータ１１の動作に関する各フ
ローチャートは、図１のＤユーザコンピュータ１２および、その他の不特定多数のユーザ
テレビのユーザコンピュータについても共通に適用可能のものである。
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　Ｃユーザコンピュータ１１の電源がオンされるとフローがスタートし、ステップＳ２に
おいて通常デジタル放送モードが自動設定される。次いで、ステップＳ２において通常デ
ジタル放送モードが設定され、前回ユーザテレビの電源がオフされた時のチャンネルでの
通常デジタル放送の表示が開始される。
　次にステップＳ６でネットモードボタン３５が操作されたかどうかがチェックされ、操
作されていればステップＳ８のネットモード処理に移行する。その詳細は後述する。また
、ステップＳ６でネットモードボタン３５の操作が検出されなかった時はステップＳ１０
に進む。
　ステップＳ１０では、番組表ボタン３７が操作されたかどうかがチェックされ、操作さ
れていればステップＳ１２の番組表処理に移行する。その詳細は後述する。また、ステッ
プＳ１０で番組表ボタン３７の操作が検出されなかった時はステップＳ１４に進む。
【００７５】
　ステップＳ１４では、選局ボタン３６が操作されたかどうかがチェックされ、操作され
ていればステップＳ１６において選局に従った放送チャンネルへの切換を行ってステップ
Ｓ１８に移行する。また、ステップＳ１４で選局ボタン３６の操作が検出されなかった時
は直接ステップＳ１８に進む。
　ステップＳ１８では、録画ボタン３３が操作されたかどうかがチェックされ、操作され
ていればステップＳ２０において操作に従った録画の開始又は停止を行う。なお、録画と
ともに放送の表示も並行して継続される。そして録画データが発生したときはステップＳ
２２でこれを保存してステップＳ２４に移行する。また、ステップＳ１８で録画ボタン３
３の操作が検出されなかった時は直接ステップＳ２４に進む。
【００７６】
　ステップＳ２４では、再生モードボタン３７が操作されたかどうかがチェックされ、操
作されていればステップＳ２６の再生モード処理に移行する。その詳細は後述する。また
、ステップＳ２４で番組表ボタン３７の操作が検出されなかった時はステップＳ２８に進
む。
　ステップＳ２８ではＣユーザコンピュータ１１の電源がオンされたかどうかがチェック
され、オフされていればフローを終了する。一方、電源がオフされていなければステップ
Ｓ６に戻り、以下、ステップＳ２８で電源がオフされるか、又は、ステップＳ６、ステッ
プＳ１０、ステップＳ２４での各ボタン操作が検出されない限り、ステップＳ６からステ
ップＳ２８を繰り返す。
【００７７】
　図１０は、図９のステップＳ８におけるネットモード処理の詳細を示すフローチャート
である。フローがスタートするとまずステップＳ３２で最新のポイント獲得状況の表示が
開始される。具体的には、図５の現ポイント表示４６、クレジットポイント４７およびク
レジット金額４８が表示される。該当するポイントや金額がない項目はゼロ表示がされる
。
　なお、変形の実施例として、現在残存ポイントが所定ポイントを下回るかまたはクレジ
ットポイントが発生していることを検出するステップをステップＳ３２の前に設け、該当
する場合だけステップＳ３２に進むとともに、該当しない場合はステップＳ３２をスキッ
プして次のステップに進むよう構成することもできる。ステップＳ３２の目的はポイント
獲得動機を高めることにあるので、このような変形実施例では、充分なポイントが獲得さ
れている場合にはステップＳ３２の表示を省略することで画面をシンプルにする。また、
通常はポイント表示を行わず、現在残存ポイントが所定ポイントを下回るかまたはクレジ
ットポイントが発生している場合にだけステップＳ３２の表示を行うことによって、ポイ
ント獲得の必要性への警告効果を高めることもできる。
【００７８】
　次のステップＳ３４では、自動広告閲覧開始の通知がＣユーザコンピュータ１１から広
告配信局コンピュータ１４に行われ、ポイント発行の基礎になる閲覧時間のカウントが開
始される。
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　次いでステップＳ３６で広告配信局コンピュータ１４とＣユーザコンピュータとの間で
ダウンロード済の自動広告動画データの確認メンテナンスのための通信が行われる。広告
配信局コンピュータ１４からＣユーザコンピュータ１１に対しては、定期的に自動広告動
画データが自動的に送り込まれており、Ｃユーザコンピュータ１１にはダウンロードした
自動広告動画データが保存されている。その再生順も予め指定されている。但し、前回の
定期自動ダウンロードから今回ネットモードボタンが操作されるまでの間に広告配信局コ
ンピュータ１４側でなんらかの変化がある可能性があるので、ステップＳ３６でこの変化
に対応するためのＣユーザコンピュータ１１側でのデータの更新を行う。具体的には、Ｃ
ユーザコンピュータは、自動広告動画の再生順の変更、広告配信局コンピュータ１４側で
廃止された自動広告動画データの削除および新たに追加された広告動画データの受信など
を行う。
【００７９】
　以上の前処理のあと、ステップＳ３８に至り、待機している一つの自動広告動画の再生
を開始する。なお、Ｃユーザコンピュータに保存されている自動広告動画データは所定の
ルールに従って少なくとも一つの自動広告動画データが解凍済みとなっている。この予め
解凍済としておく自動広告動画データの数は広告カットが行われることも見越した相当数
としておくこともできる。いずれにしても、この解凍済みの自動広告動画データが少なく
とも一つあることにより、ステップＳ３８では即座に再生を始めることができる。
　なお、広告配信局１４は、図１０のフローが開始されてステップＳ３８で最初に再生さ
れる自動広告動画データを広告主との契約に基づいて予め指定しておくことができる。こ
の場合、指定された自動広告データの広告主は、このようにして再生機会が格段に増える
ことに対し、所定の追加広告料を広告配信局に支払うのが契約の条件である。但し、広告
カットボタン４３が操作されてときは、次回からこの指定は外される。
　一つの自動広告動画の再生が開始されるとステップＳ４０に移行し、並行して次の自動
広告動画データの解凍を開始して、ステップＳ４２に移行する。なお、ステップＳ４０で
開始された次自動広告動画解凍は、ステップＳ３８で開始された自動広告動画の再生より
も早く終了する。
【００８０】
　ステップＳ４２では、広告ポイントボタン４２の操作があったかどうかチェックし、操
作があればステップＳ４４で自動広告閲覧終了の通知がＣユーザコンピュータ１１から広
告配信局コンピュータ１４に行われ、ポイント発行の基礎になる閲覧時間のカウントを終
了させる。このステップＳ４４の意義は、以下のステップにおける自動広告閲覧終了通知
でも同様である。そしてこの通知の後、ステップＳ４６のポイント獲得処理に移行する。
その詳細は後述する。
　一方、ステップＳ４２で広告ポイントボタン４２の操作が検出されなかった場合はステ
ップＳ４８に移行し、広告カットボタン４３の操作があったかどうかチェックする。そし
て、操作が検出されなかった場合はステップＳ５０に移行する。
【００８１】
　ステップＳ５０では、広告サーチボタン４４の操作があったかどうかチェックし、操作
があればステップＳ５２で自動広告閲覧終了の通知を広告配信局コンピュータ１４に行う
とともに、ステップＳ５４での広告サーチ処理に入る。その詳細は後述する。一方、ステ
ップＳ５０で広告サーチボタン４４の操作が検出されなかった場合はステップＳ５６に移
行する。
　ステップＳ５６では、番組表ボタン３７の操作があったかどうかチェックし、操作があ
ればステップＳ５８で自動広告閲覧終了の通知を広告配信局コンピュータ１４に行うとと
もに、ステップＳ６０で番組表処理を行う。その詳細は後述する。一方、ステップＳ５６
で広告サーチボタン４４の操作が検出されなかった場合はステップＳ６２に移行する。
【００８２】
　ステップＳ６２では、現在再生中の自動広告動画の終了をチェックする。そして終了し
ていなければ、ステップＳ４２に戻り、ステップＳ４２、ステップＳ４８、ステップＳ５
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０、およびステップＳ５６のいずれかにおける操作が検出されず、またステップＳ６２で
現在再生中の自動広告動画の終了が検出されない限り、ステップＳ４２からステップＳ６
２を繰り返す。
　ステップＳ６２で現在再生中の自動広告動画の終了が検出されたときはステップＳ６４
に進み、広告選局ボタン４５の操作があったかどうかチェックし、操作がなければステッ
プＳ３８に戻る。これによって、ステップＳ３８において待機中の次の自動広告動画の再
生が開始される。以下、ステップＳ４２、ステップＳ４８、ステップＳ５０、ステップＳ
５６およびステップＳ６４のいずれかにおける操作が検出されない限り、広告配信局コン
ピュータ１４からダウンロードした自動広告動画が次々と自動的に再生される。
【００８３】
　ステップＳ６４において広告選局ボタン４５の操作があったときは、その操作の指定に
基づき、広告配信局変更処理が行われる。その処理の内容は、新たに指定された広告配信
局コンピュータ（例えば図３の第二広告局配信局コンピュータ２１）への通信先のジャン
プ、および、元の広告配信局コンピュータ１４への自動広告動画閲覧終了通知である。
　そしてＣユーザコンピュータ１１としてはステップＳ３４に戻り、自動広告閲覧開始通
知から始まるフローの各ステップを第二広告局配信局コンピュータ２１との間で実施する
。その内容は、広告配信局コンピュータ１４との間での処理と同様なので説明は繰り返さ
ない。なお、ステップＳ６４で広告選局ボタンの操作が検出されるたびに、広告配信局コ
ンピュータの変更が行われることは言うまでもない。
【００８４】
　ステップＳ４８で広告カットボタン４３の操作が検出されたときは、ステップＳ６８に
移行し、広告カット処理およびその通知を行う。具体的には、現在再生中の自動広告動画
を即座に中断する。そしてその旨をＣユーザコンピュータ１１自身で記録するとともに、
広告配信局コンピュータ１４に通知する。そしてこの処理を行ってステップＳ３８に移行
する。これによってステップＳ３８では待機中だった次の自動広告動画の再生が開始され
る。
　また、ステップＳ６８の処理があるたびに、Ｃユーザコンピュータ１１と広告配信局コ
ンピュータ１４は、対象の自動広告動画の再生優先順位を下げ、さらに同一の自動広告動
画に対する広告カット操作が所定回以上になると、その自動広告動画データをＣユーザコ
ンピュータ１１で再生しないようにする。
【００８５】
　以上の図１０のネットモードにおいて、ステップＳ３６において自動再生の有無および
その順序が決定される自動広告動画データの中には、テレビ局が提供する番組自身の予告
編やダイジェスト版の動画データも混在している。すなわち、テレビ局は番組動画データ
の配信元であると当時に広告配信局に対する広告主でもある。
　このようなテレビ局からの番組自体の広告が自動広告動画に含まれることによって、そ
の番組を見る動機およびそのために他の広告を見てポイントを獲得する動機が有機的に結
び付き、システムが活性化される。また、図１０のネットモード処理のフローの繰り返し
の中で、番組自体の広告に関心を持ったユーザはステップＳ５６で番組表操作を行い、ポ
イント獲得に効率のよい番組指定広告の確認をすることができる。
【００８６】
　さらに、上記の場合の操作を容易にするため、広告ポイント操作が検出された時点で再
生されていたのが通常の広告動画であるか番組自体の広告動画であるかを識別するステッ
プをステップＳ４４の後に追加し、番組自体の広告動画であることを検出した場合は、ス
テップＳ４６ではなくステップＳ５８に移行するように構成するもできる。図１０のフロ
ーをこのように構成した場合は、番組自体の広告動画再生中にステップＳ４２の広告ポイ
ント操作を行うことによって自動的に番組表処理に進むことができる。
　また、上記の追加識別ステップにおいて、広告ポイント操作が検出された時点で再生さ
れていたのが番組自体の広告動画であることを検出した場合、ステップＳ４６ではなく、
後述の図１１のステップＳ８８にジャンプするよう構成することもできる。図１０のフロ
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ーをこのように構成した場合は、番組自体の広告動画再生中にステップＳ４２の広告ポイ
ント操作を行うことによって、自動的にその番組動画データの獲得にまで進むことができ
る。
【００８７】
　図１１は、図９のステップＳ１２および図１０のステップＳ６０における番組表処理の
詳細を示すフローチャートである。フローがスタートするとステップＳ７２で番組のジャ
ンルなど大分類を番組表５１に表示する。次いで、ステップＳ７４で、現在／予定切換ボ
タン５４により放送予定番組だけのリストを選択する操作があったかどうかをチェックし
、なければステップＳ７６に進む。
【００８８】
　ステップＳ７６では、選択ボタン５３の操作による細分類から番組リストへの絞込み操
作が行われたかどうかをチェックする。この操作が検出できなければステップＳ７８に進
み、検索条件ボックス５２に検索条件を入れて番組リストを検索する条件検索操作が行わ
れたかどうかをチェックする。そしてこの操作あったことが検出された場合は、条件検索
によって得られた番組リストをステップＳ８０で表示する。なお、ステップＳ７６で絞込
み操作が検出できた場合もステップＳ８０に移行して得られた番組リストを表示する。
【００８９】
　ステップＳ８０で表示されるこの番組リストには、現在放送中のデジタル放送番組、現
時点でダウンロード可能な番組データ、録画済のデジタル放送番組およびダウンロード済
みで未鑑賞の番組動画データも含めてリストアップされる。但し、このいずれであるかは
番組毎にそれぞれ識別可能に表示される。
　一方、ステップＳ７８で条件検索操作が検出できなかった場合はステップＳ７２に戻り
、以下、ステップＳ７４、ステップＳ７６およびステップＳ７８でいずれかの操作が検出
されない限りステップＳ７２からステップＳ７８を繰り返して、番組ジャンル表示を継続
する。
　以上の番組リスト表示にいたるまでのステップは、各方向局コンピュータとの更新を適
宜行い、最新の放送又は配信可能な番組の情報を入手しながら実行される。
【００９０】
　なお、ステップＳ７８における条件検索操作では、検索条件ボックス５２に特定の広告
名などを入力することもできる。この場合、その特定の広告が複数の番組を指定していれ
ばステップＳ８０においてそれらが全て番組表５１に一覧表示される。これによって、ユ
ーザは、番組指定ポイントとしてのポイント数を維持したまま使用できる別の番組の存在
を知ることができる。
　この操作のためには、図６において検索条件ボックス５２に広告名などを入力する代わ
りに、番組指定広告一覧ボックス５０の中から特定の広告を指定する操作をリモコンによ
って行い、このようにして指定された特定の広告から逆引きする形で、その特定の広告が
指定している番組の一覧を番組表５１に表示させることもできる。
【００９１】
　ステップＳ８０で番組リストが表示されるとステップＳ８２に進み、録画ボタン６０の
番組録画操作によって番組の選択が行われたかどうかをチェックし、操作が検出されなけ
ればステップＳ８４に進んで番組選択ボタン５３の操作によって番組の選択が行われたか
どうかチェックする。
　ステップＳ８４で番組選択操作が検出できない場合は、ステップＳ８６で番組リストの
リセット操作が行われたかどうかをチェックする。番組リストリセット操作はリモコンに
よって行われる。ステップＳ８４で番組リストのリセット操作が検出できない時はステッ
プＳ８２に戻り、以下、ステップＳ８２、ステップＳ８４およびステップＳ８６で何らか
の操作が検出されない限り、ステップＳ８２からステップＳ８６を繰り返し、番組の選択
を待つ。
　ステップＳ８６で番組リストのリセットが検出されるとフローはステップＳ７２に戻り
、番組表５１の表示は番組ジャンルにリセットされる。以下、ステップＳ７４、ステップ
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Ｓ８２およびステップＳ８４のいずれかで操作が検出されない限り、ステップＳ７２から
ステップＳ８６が繰り返され、番組の選択を待つ。
【００９２】
　ステップＳ８４で番組の選択操作が検出されると、ステップＳ８８に進み、その番組を
選択した旨を表示してステップＳ９０に移行する。ステップＳ９０では、選択された番組
が録画番組に該当するかどうかがチェックされる。録画番組とは、録画済のデジタル放送
番組およびダウンロード済みで未鑑賞の番組動画データの両者を含む。ステップＳ９０で
録画番組に該当しない場合はステップＳ９２に進み、現在放送中のデジタル放送番組に該
当するかどうかがチェックされる。
　以上において、ステップＳ９０およびステップＳ９２のいずれにも該当しなかった場合
は、選択された番組が現時点でダウンロード可能な番組データであることを意味するので
、ステップＳ９４に進み、選択された番組のダウンロードに必要なポイント及び現ポイン
トを比較してポイントが不足しないかどうかチェックする。そしてポイントに不足がなけ
ればステップＳ９６に進み、現ポイント５５と必要ポイント５６を一時的に表示してステ
ップＳ９８のダウンロード処理に移行し、フローを終了する。なお、ステップＳ９６で行
うポイント表示はダウンロード処理に移行した後、短時間で消される。ステップＳ９８の
ダウンロード処理の詳細は後述する。　　
【００９３】
　一方、ステップＳ９４でポイントが不足していた場合はステップＳ１００に進み、現ポ
イント５５、必要ポイント５６、不足ポイント５７および換算料金５８を表示し、ステッ
プＳ１０２の指定広告処理に進む。指定広告処理は、番組指定広告一覧５０に番組指定ポ
イントの獲得が可能な広告のインデックスを表示することを含む処理であり、不足ポイン
トがある場合への対応に関するものであるがその詳細は後述する。
　ステップＳ１０２の指定広告処理が完了するとステップＳ９８のダウンロード処理に移
行し、フローを終了する。
【００９４】
　選択された番組が録画番組に該当することがステップＳ９０で検出されたときは、ステ
ップＳ１０４に移行し、再生モード処理を行う。その詳細は後述する。また、選択された
番組が現在放送中のデジタル放送番組に該当することがステップＳ９２において検出され
たときは、ステップＳ１０６に移行して選択された番組の放送を放送電波により受信する
。
　ステップＳ８２において　録画ボタン６０による番組の選択が行われたことが検出され
た場合はステップＳ１０８に移行して録画処理を行う。その詳細は後述する。また、ステ
ップＳ７４において、現在／予定切換ボタン５４により放送予定番組だけのリストを選択
する操作があったことが検出されたときはステップＳ１１０に移行して通常の放送番組表
を表示する。この表示を行う際も、も各テレビ局コンピュータと適宜通信を行いながら最
新の情報を得る。なお、通常放送番組表示状態からのフロー本体への復帰は、現在／予定
切換ボタン５４の操作によって可能であるが、煩雑を避けるためフローでの図示は省略す
る。
【００９５】
　なお、上記の図１１のフローにおいて、ステップＳ８０を番組リストの一覧表示ではな
く、リストされた番組の短時間ダイジェスト版を動画としてリスト順に順次再生するステ
ップとしてもよい。また、ステップＳ８０で表示される番組リストの一部又は全部の番組
について、リモコンによる手動操作に応答して短時間ダイジェスト版を動画として再生す
るステップを追加してもよい。
　上記のようにして番組の短時間ダイジェスト版が動画として順次再生される場合、リス
トからの選択ではなく、希望する番組のダイジェスト版再生中にその番組を録画する旨ま
たはその番組を選択する旨の操作をすれば、以下、リスト中から番組が選択された場合と
同様にしてフローが進む。
【００９６】
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　図１２は、図１１のステップＳ１０２における指定広告処理の詳細を示すフローチャー
トである。フローがスタートするとステップＳ１１２で番組指定広告一覧５０が表示され
るとともに、ステップＳ１１３で各指定広告について獲得できるポイントが付記表示され
る。このポイント付記表示は、同じ広告であっても、広告主と広告配信局とテレビ局の間
の契約関係に応じて、番組が異なればポイントも異なる。また、番組の配信実績や番組に
ついての他の広告主の加入や撤退に応じて常時ポイントが変更される。従って、ステップ
Ｓ１１２およびステップＳ１１３は、広告配信局およびテレビ局と適宜通信を行いながら
、最新の情報に基づいて実行される。
　次にステップＳ１１４で選択ボタン５３が再操作されたかどうかチェックし、再操作が
検出されないとステップＳ１１６に移行する。ステップＳ１１６では、広告選択ボタン５
９によって番組指定広告一覧５０の中から一つの広告動画データが選択されたかどうかチ
ェックする。選択が検出されない場合はステップＳ１１２に戻り、以下、ステップＳ１１
４又はステップＳ１１６の操作がない限り、ステップＳ１１２からステップＳ１１６を繰
り返す。　
【００９７】
　ステップＳ１１６で広告動画データの一つが選択されるとステップＳ１１８に移行して
ポイント獲得処理が行われる。そして、この処理の終了後、ステップＳ１２０でポイント
不足が解消されたかどうかチェックする。依然としてポイント不足である場合は図６の表
示に戻り、ステップＳ１２２で、現ポイント５５、必要ポイント５６、不足ポイント５７
および換算料金５８を表示し、ステップＳ１１２に戻る。この場合、先に選択された広告
動画データは、その閲覧が確認されていれば、ステップＳ１１２の一覧表示から除かれる
。
　以下、ステップＳ１１４の操作が検出されず、かつステップＳ１２０でポイントが不足
している限り、ステップＳ１１２からステップＳ１２２が繰り返され、新たに選択された
広告動画データについて順次ステップＳ１１８でのポイント獲得処理が進められる。
　ステップＳ１２０においてポイント不足が解消された場合はステップＳ１２４で現ポイ
ント５５を一時表示する処理をしてフローを終了する。
　また、ステップＳ１１４において選択ボタン５３の再操作が検出された時は、ステップ
Ｓ１２６においてクレジット警告を行った後フローを終了する。このようにして、不足ポ
イントがあっても随時番組動画データのダウンロードに進むことができる。但し、不足ポ
イントが解消できないままダウンロード処理に進んだ場合、後述のクレジット処理により
換算料金の引き落としが発生する可能性がある。ステップＳ１２６のクレジット警告では
、これについて注意を喚起する。
【００９８】
　図１３は、図１１のステップＳ１０８における録画処理の詳細を示すフローチャートで
ある。フローがスタートすると、ステップＳ１３２で特定の番組が録画対象として選択さ
れている旨の表示を行い、ステップＳ１３４に移行する。ステップＳ１３４では選択され
た番組が現在放送中の通常デジタル放送番組であるかどうかチェックし、該当すればステ
ップＳ１３６に進んで従来どおりの放送録画処理を行う。
　一方、ステップＳ１３４において該当がなかった場合はステップＳ１３８に進み、選択
された番組が、まだ放送時間の来ていない通常デジタル放送予定番組であるかどうかがチ
ェックされる。そして該当すればステップＳ１４０において、在来型の録画予約が行われ
、放送時間が来ると自動的に録画の開始と終了が行われるとともに録画データがＣユーザ
コンピュータ１１に保存されるようになる。
【００９９】
　ステップＳ１３６およびステップＳ１３８でともに該当がなかった場合は、選択された
番組が現時点でインターネット経由により配信可能な番組であることを意味する。従って
ステップＳ１４２に進み、選択された番組のダウンロードに必要なポイント及び現ポイン
トを比較してポイントが不足しないかどうかチェックする。そしてポイントに不足があれ
ばステップＳ１４４でその旨の警告表示を行ってステップＳ１４６に進む。なお、ステッ
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プＳ１４２でポイントに不足がなければ直接ステップＳ１４６に進む。ダウンロードデー
タの「録画」の場合、本当に閲覧が行われるかどうかわからないのでこの時点ではまだポ
イントを使用したものと看做さず、番組を実際に「再生」した時点でポイントの清算を行
う。このため、ステップＳ１４４では単なるポイント不足の警告に留め、自動的にステッ
プＳ１４６以下に進んでいる。
　ステップＳ１４６では、解凍保留処置を行う。この処理はダウンロード処理において番
組動画データの自動解凍を保留させる処置である。この処理を行った上でステップＳ１４
８のダウンロード処理に進む。そして、ステップＳ１５０でダウンロードデータをＣユー
ザコンピュータ１１に保存してフローを終了する。なお解凍保留処置がなされていること
によって、番組表５１における番組一覧表示の際に、保存データが「録画」番組であるこ
とが識別表示可能となるとともに、図１１のステップＳ９０のチェックにおいて「録画」
番組であるとの判断がなされる。
【０１００】
　なお、上記のステップＳ１４６の解凍保留処置は後述のポイント決済処理と関連してお
り、解凍保留処置をしてダウンロードした番組動画データは再生のための操作を改めて行
わない限り鑑賞することができない代わりに、ポイントの決済も保留される。このように
ポイントの決済と解凍保留処置は一対一に対応しており、ダウンロードした番組動画デー
タを鑑賞してもいない時点でポイント決済が行われることがない代わり、ポイント決済を
伴わない鑑賞も不可能な動画データ配信・鑑賞管理システムとなっている。
【０１０１】
　図１４は、図９のステップＳ２６および図１１のステップＳ１０４における再生モード
処理の詳細を示すフローチャートである。フローがスタートすると、ステップＳ１５２で
再生対象の番組が選択されているかどうかをチェックする。図９のステップＳ２６の場合
はフローのスタート時において番組の選択はまだ行われていないのでステップＳ１５４で
番組選択処理を行った上でステップＳ１５６に移行する。ステップＳ１５４の番組選択処
理の内容は、図６の表示を行って番組表５１に「録画」番組リストを出すとともに、この
一つを選択ボタン５３によって選択する処理である。一方、図１１のステップ１０４の場
合は既に番組の選択が行われているので直接ステップＳ１５６に移行する。
　ステップＳ１５６では、選択された番組が放送録画であるかどうかチェックし、該当す
ればステップＳ156に進んで通常の放送再生処理をする。一方、ステップＳ１５６で該当
がなければ選択された番組がダウンロードされた放送番組データであることを意味するの
でステップＳ１６０に進む。
【０１０２】
　ステップＳ１６０では、選択された番組の解凍に必要なポイント及び現ポイントを比較
してポイントが不足しないかどうかチェックする。「録画」データの場合、その解凍は保
留されており、データのダウンロード自体は済んでいるが必要ポイントの使用はこれから
なので、図１１のステップＳ９４に準じ、このようなチェックが必要となる。
　ステップＳ１６０でポイントに不足がなければステップＳ１６２に進み、現ポイント５
５と必要ポイント５６を一時的に表示する。そして、ステップＳ１６４のポイント決済処
理に入る。これは、番組動画データの配信に対応するポイント使用の清算に関する処理で
あるがその詳細は後述する。ポイント決済処理が終了すると、ステップＳ１６６で番組動
画データの解凍・再生処理に入り、フローを終了する。解凍・再生処理の詳細は後述する
。なお、ステップＳ１６２で行うポイント表示はポイント決済処理以降に進んだ後、短時
間で消される。　　
【０１０３】
　一方、ステップＳ１６０でポイントが不足していた場合は、図６のテレビ画面表示とな
り、ステップＳ１６８で、現ポイント５５、必要ポイント５６、不足ポイント５７および
換算料金５８を表示し、ステップＳ１７０の指定広告処理に進む。この指定広告処理は、
図１２で説明したのと同じものである。ステップＳ１７０の処理が完了するとステップＳ
１６４のポイント決済処理に移行する。以下はステップＳ１６０でポイントが不足してい
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なかった場合と同様である。
【０１０４】
　図１５は、図１１のステップＳ９８および図１３のステップＳ１４８におけるダウンロ
ード処理の詳細を示すフローチャートである。フローがスタートすると、ステップＳ１７
２でテレビ局コンピュータからの番組動画データのダウンロードを開始する。開始された
ダウンロードは以下のステップの実行中も並行して継続される。
　ステップＳ１７４からステップＳ１９４は、ダウンロードの待ち時間中を利用した自動
広告表示のための処理であり、基本的には図１０のフローチャートと共通である。まず、
ステップＳ１７４で自動広告閲覧開始の通知が広告配信局コンピュータ１４に行われ、ポ
イント発行の基礎になる閲覧時間のカウントが開始される。
　次いでステップＳ１７６で広告配信局コンピュータ１４とＣユーザコンピュータとの間
でダウンロード済の自動広告動画データの確認メンテナンスのための通信を行った後、ス
テップＳ１７８で、待機している一つの自動広告動画の再生を開始する。そして、ステッ
プＳ１８０に移行し、並行して次の自動広告動画データの解凍を開始して、ステップＳ１
８２に移行する。
【０１０５】
　ステップＳ１８２では、広告ポイントボタン４２の操作があったかどうかチェックし、
操作があればステップＳ１８４で自動広告閲覧終了の通知を行った後、ステップＳ１８６
のポイント獲得処理に移行する。このように番組動画データのダウンロード中であっても
、関心のある広告があれば、広告ポイントボタン４２を操作してポイント稼ぎが可能であ
る。
　一方、ステップＳ１８２で広告ポイントボタン４２の操作が検出されなかった場合はス
テップＳ１８８に移行し、番組動画データのダウンロードが終了したかどうかチェックす
る。そして終了していなければステップＳ１９０で、現在再生中の自動広告動画の終了を
チェックする。まだ再生中であれば、ステップＳ１８２に戻り、ステップＳ１８２の操作
が検出されず、かつステップＳ１８８およびステップＳ１９０のいずれでも終了検出がな
ければ、ステップＳ１８２からステップＳ１９０を繰り返す。　
【０１０６】
　ステップＳ１９０で現在再生中の自動広告動画の終了が検出されたときはステップＳ１
７８に戻り、待機中の次の自動広告動画の再生を開始する。以下、ステップＳ４２、ステ
ップＳ１８２における操作の検出又はステップＳ１８８における番組動画データのダウン
ロード終了の検出がない限り、広告配信局コンピュータ１４からダウンロードした自動広
告動画が次々と自動的に再生される。
【０１０７】
　ステップＳ１８８で番組動画データのダウンロード終了が検出されるとステップＳ１９
２に移行し、広告カット処理およびその非通知処理が行われる。つまり、現在再生中の自
動広告は即座に中断される。しかし、この場合の広告カット処理はユーザに関心がなかっ
たから生じたものではないので、この広告カットがＣユーザコンピュータ１１に記録され
ることも広告配信局コンピュータ１４に通知されることもない。従って、この場合に中断
された自動広告は次の機会の自動再生対象から除かれたり優先度が下げられたりすること
はない。
【０１０８】
　次に、ステップＳ１９４で、自動広告閲覧終了の通知を広告配信局コンピュータ１４に
行った後、ダウンロードした番組動画データに対して解凍保留処置がなされているかどう
かをステップＳ１９６でチェックする。そして解凍保留処置がなされていなければ、ステ
ップＳ１９８に進み、テレビ局コンピュータとの間でポイント決済処理を行う。ポイント
の清算が終わると、ステップＳ２００で番組動画データの解凍・再生処理に入り、フロー
を終了する。
【０１０９】
　一方、ステップＳ１９６において、ダウンロード番組動画データに解凍保留処置がなさ
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れていることが検出されるとステップＳ２０２に進み、このデータを解凍することなくそ
のままＣユーザコンピュータに保存する。このような番組動画データについてのポイント
決済処理および解凍処理は、図１４のステップＳ１６４およびステップＳ１６６が実行さ
れるまで保留される。
【０１１０】
　図１６は、図１０のステップＳ５４における広告サーチ処理の詳細を示すフローチャー
トである。フローがスタートすると、ステップＳ２１２で検索条件を「商品」に自動設定
するとともにステップＳ２１４の大分類表示に進む。この場合、ステップＳ２１４では商
品ジャンルの大分類が図７の検索条件６１に表示される。
　次にステップＳ２１６で検索条件を変更する操作の有無をチェックする。これは、図７
の出演者ボタン６４、ロケ地ボタン６５、季節ボタン６６、関連情報ボタン６７およびフ
リーボタン６８のいずれかが操作されたかどうかのチェックに該当する。いずれの操作も
検出されないとステップＳ２１８に進み、絞込み検索操作の有無をチェックする。これは
リモコンなどにより、検索条件６１の大分類の一つを選択することにより細分類に絞り込
むか、又は検索条件６１にフリーでキーワードを書き込むかした上で、検索を実行させる
操作に該当する。なおこの操作においては、絞込み条件にアンドやオアを取る組合せを設
定することも可能である。
【０１１１】
　ステップ２１８で上記のような絞込み検索操作があるとステップＳ２２０に進み、図７
の検索結果広告一覧６２が表示される。次いでステップＳ２２２に進み、広告一覧に表示
される広告とリンクしている情報である獲得可能ポイントの付記表示を禁止する。
　なお、以上の検索における検索対象は、テレビシステムに加入しているすべての広告配
信局コンピュータが配信可能なすべての広告動画データとなる。
【０１１２】
　次いでステップＳ２２４では、ステップＳ２２０における検索結果およびこれを得るた
めに設定された検索条件などの検索実績が広告配信局コンピュータに通知される。この通
知は、テレビシステムに加入している全ての広告配信局コンピュータが受け取る可能性を
持つ。但し、検索結果に自身の提供している広告動画データ全く含まれていない広告配信
局に対してはこの通知は行われない。各広告配信局はこの検索実績通知を、今後の広告作
成およびその効率のよい配信への参考にすることができる。さらに、各広告配信局は、各
ユーザテレビコンピュータからのこのような検索実績通知に基づき、自動広告動画の自動
再生やその優先順をそのユーザ毎の関心にあわせたきめ細かいものに調整することもでき
る。
　同様に、ステップＳ２２６で検索においてフリー付与条件があることが検出されるとス
テップＳ２２８でこれも広告配信局コンピュータに通知する。このフリー付与条件には、
ユーザが検索条件６１に書き込んだフリーキーワードや、フリーボタン６８の操作により
設定したフリー検索カテゴリーなどが該当する。各広告配信局は、このフリー付与条件に
ついても今後の参考とすることができる。　
【０１１３】
　以上の通知が済むとステップＳ２３０で、検索結果広告一覧表示からの広告選択操作が
リモコンにより行われたかどうかチェックする。そして広告選択操作がなければステップ
Ｓ２３２に進み、表示されている検索結果広告一覧６２へのリセット操作がリモコンによ
って行われたかどうかチェックする。リセットが検出されなければステップＳ２３０に戻
り、広告選択操作又は広告一覧リセットがない限り、ステップＳ２３０からステップＳ２
３２を繰り返して広告選択を待つ。
　ステップＳ２３２で広告一覧リセットが検出されるとステップＳ２１４に戻り、リセッ
トされた広告一覧を導いた最新のカテゴリーにおける大分類表示に戻る。以下、ステップ
Ｓ２３０で広告選択操作がなされない限り、ステップＳ２１４とステップＳ２３２が繰り
返される。なお、他のフローでも共通であるが、リモコン等により他の操作への割り込み
をかけることによって、このような繰り返し状態から随時抜けることが可能である。　
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　ステップＳ２３０で広告選択操作が検出された時はステップＳ２３４に移行し、ポイン
ト獲得処理を行ってフローを終了する。
【０１１４】
　図１７は、図１０のステップＳ４６、図１２のステップＳ１１８、図１５のステップＳ
１８６、および図１６のステップＳ２３４におけるポイント獲得処理の詳細を示すフロー
チャートである。フローがスタートすると、ステップＳ２４２で広告配信局コンピュータ
から広告動画データをダウンロードする。選択して閲覧する広告動画データについては、
自動広告動画データのように予めダウンロードせず、広告データ選択に応答してステップ
Ｓ２４２でダウンロードする。
　なお、選択して閲覧する広告動画データについても、自動広告動画データと同様、広告
配信局コンピュータ１４からＣユーザコンピュータ１１に対して定期的に広告動画データ
を送り込み、Ｃユーザコンピュータ１１では送られて来る広告動画データを自動的にダウ
ンロードして予め保存しておくよう構成することもできる。この場合、選択した広告動画
データが既にダウンロード済みであることが検出されれば、ステップＳ２４２はスキップ
する。但し、広告動画データを予め定期的に自動ダウンロードしておく構成の場合であっ
ても、新規にアップしたばかりの広告動画データでは、一覧表示はされても実際の広告動
画データのダウンロードがまだ行われていない可能性もあるので、ステップＳ２４２自体
は設けておく。
【０１１５】
　次いで、ステップＳ２４４で直ちに選択された広告動画データの解凍を行い、その再生
を開始する。次に、ステップＳ２４６で、広告動画データの再生が終了したかどうかをチ
ェックし、終了していなければステップＳ２４８で広告カット操作が行われたかどうかチ
ェックする。そして広告カット操作が検出されない時はステップＳ２４６に戻り、以下、
再生が終了するか広告カット操作が検出されない限りステップＳ２４６とステップＳ２４
８を繰り返し、再生の終了を待つ。
【０１１６】
　ステップＳ２４６で再生終了が検出されたときは、ステップＳ２５０に移行し、再生終
了後所定時間経過したかどうかチェックする。新たにステップＳ２５０に至ったときは当
然時間経過がないのでステップＳ２５２に移行する。ステップＳ２５２では、図８のよう
にテレビ画面３１に表示されている「好き」ボタン７３と「嫌い」ボタン７４のいずれか
、および「有益」ボタン７と「無益」ボタン７６のいずれかが操作された場合にその旨を
記録に残しておく。
　次いでステップＳ２５４において、人間の目と脳でしか認識できないパターンがランダ
ムなタイミングでテレビ画面３１に表示される。ステップＳ２５６では、これに応答した
タイミングで完了ボタン７２が操作されたかどうかチェックする。パターン表示に応答し
たタイミングでの完了ボタンの操作が検出されるとステップＳ２５８に進み、操作の検出
回数が所定回数（例えば３回）に達したかどうかチェックされる。１回目にステップＳ２
５８に至ったときは当然所定回数には満たないのでステップＳ２５０に戻る。なお、ステ
ップＳ２５６においてパターン表示に応答したタイミングでの完了ボタンの操作が検出さ
れないときもステップＳ２５０に戻る。
　以下、ステップＳ２５０において所定時間が経過するか、又はステップＳ２５８におい
て操作の検出回数が所定回数に達したことが検出されない限り、ステップＳ２５０からス
テップＳ２５８が繰り返され、所定時間内に所定回数の完了操作が検出されるのを待つ。
　なお、アンケート操作有無を記録に残すチャンスは上記の繰り返しの度にステップＳ２
５２において毎回与えられるので、「好き」ボタン７３と「嫌い」ボタン７４のいずれか
、および「有益」ボタン７と「無益」ボタン７６のいずれかの操作は所定時間が経過しな
い限り、完了ボタン７２を最後に操作するまでの任意のタイミングで行ってよい。　
【０１１７】
　ステップＳ２５８において完了操作回数が所定回数に達したことが検出されたときはス
テップＳ２６０に進み、対象広告動画にリンクしている基礎ポイントを獲得する。なお、
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ステップＳ２５２においてアンケート操作があったことが記録されていない場合でも、ス
テップＳ２５８において完了操作回数が所定回数に達したことが検出されたときはステッ
プＳ２６０に至って基礎ポイントを獲得することができる。
　次いでステップＳ２６２で対象広告動画の閲覧が初回かどうかチェックされ、初回であ
ればステップＳ２６４に進んでアンケート操作の記録が残されているかどうかチェックす
る。記録が残っていればステップＳ２６６に進み、ステップＳ２６０で獲得したポイント
を倍加してステップＳ２６８に進む。なお、ステップＳ２６４でアンケート操作の記録が
残っていなければ獲得ポイントを変更することなく直接ステップＳ２６８に移行する。
　また、ステップＳ２６２において対象広告動画の閲覧が２回目以降であったときは、ス
テップＳ２７０に移行し、ステップＳ２６０で獲得されたポイントを最低レベルまで削減
してステップＳ２６８に至る。なお、対象広告動画の閲覧が初回でない場合は、もともと
「好き」ボタン７３、「嫌い」ボタン７４、「有益」ボタン７、「無益」ボタン７６など
のアンケート操作ボタンが図８において表示されておらず、これらの操作記録が残ってい
る可能性はないので、ステップＳ２６４のアンケート操作記録チェックもスキップする。
【０１１８】
　一方、ステップＳ２５０において所定回数の完了操作が検出されないまま所定時間が経
過してしまったときは、直ちにステップＳ２６８に至る。このときはポイントの獲得がな
い。
　また、ステップＳ２４８において広告カット操作が検出された時はステップＳ２７２に
移行し、図１０のステップＳ６８と同様の広告カット処理およびその通知を行う。そして
ステップＳ２６８に移行する。この場合もポイントの獲得はない。
【０１１９】
　ステップＳ２６８では、番組動画データのダウンロード処理実行中であるかどうかのチ
ェックを行う。還元すれば、図１７のポイント獲得処理が図１５のステップＳ１８６とし
て実行されたのかどうかをチェックする。そして該当していればステップＳ中２７４でダ
ウンロード処理への復帰処置をしてフローを終了する。また、番組ダウンロード処理実行
中でなければ直ちにフローを終了する。
　なお、図１７のフローが終了したら、このフローに入る前の元のフローに復帰する。例
えば、図１７のポイント獲得処理が図１０のステップＳ４６として実行された場合は、図
１０のフローのスタートに戻る。同様に、図１７のポイント獲得処理が図１６のステップ
Ｓ２３４として実行された場合は、図１６のフローのステップＳ２１４に戻る。そして、
元のフローへの復帰後、ポイント獲得の必要が生じれば、再度ポイント獲得処理フローを
実行することができる。
【０１２０】
　上記において、ステップＳ２５２において「好き」ボタン７３又は「有益」ボタン７を
操作したことが記録されていたときは、その広告についてのユーザの関心が高いと見て、
関連する広告動画への導入を行うことができる。
　即ち、ステップＳ２５２に上記の記録があった場合、図１６の広告サーチフローにおけ
るステップＳ２２０に進み、このステップＳ２２０で関連広告の一覧を自動的に表示する
ように設定しておくことができる。この一覧には、例えば、ポイント獲得処理においてア
ンケート操作の対象になった広告動画が車の広告であった場合、同業他社の同クラスの車
の広告を自動検索して一覧表示するよう予め設定しておくことができる。また、ポイント
獲得処理においてアンケート操作の対象になった広告の出演者が出演している広告を自動
検索して一覧表示するよう予め設定しておくこともできる。
【０１２１】
　以上のようにユーザの関心のある広告から芋づる式にユーザに広告を紹介する機能は、
上記のように広告サーチを自動的に行って検索結果広告一覧表示を行うものに限るもので
はない。例えば、ステップＳ２５２において「好き」ボタン７３又は「有益」ボタン７を
操作したことが記録されていたときは、この広告に関連する広告を自動検索してその順序
を自動決定するとともに、ステップＳ１７を順々に繰り返すよう設定しておくこともでき
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る。この場合は、関連する広告動画データが次々を自動再生される。
【０１２２】
　なお、変形実施例として、図１７のフローにおいてステップＳ２５４からステップＳ２
６2およびステップＳ２７０を省略するとともにステップＳ２６６を「ポイント獲得」に
置き換えたものも可能である。この場合、所定時間内にアンケートに答えたときのみポイ
ントが獲得できるようになる。
　図１７のフローであっても、上記のような変形実施例のフローであっても、ポイントを
発行する際にユーザの広告動画データ閲覧を確認する手段を設ける点では考え方は同じで
ある。つまり、アンケートへの回答を求めるステップは、ユーザの情報を得る手段である
とともにユーザによる広告動画データ閲覧の確認手段としての機能も持っている。
【０１２３】
　図１８は、図１４のステップＳ１６４、および図１５のステップＳ１９８におけるポイ
ント決済処理の詳細を示すフローチャートである。フローがスタートすると、ステップＳ
２８２でその番組動画データの再生に必要なポイントの確認が行われる。そしてステップ
Ｓ２８４でその番組を指定している番組指定ポイントを保有しているかどうかチェックす
る。
　番組指定ポイントの保有があればステップＳ２８６においてその使用処置を行う。番組
指定ポイント使用処置では、その番組に使用可能な番組指定ポイントがすべて抽出される
。この場合、通常は複数の番組指定広告の閲覧によって得たポイントを足し合わせないと
必要ポイントには達しない。但し、ポイント決済までにその番組指定広告で広告されてい
た商品を実際に購入し、購入の際に知らされた暗号コードを入力した場合、獲得していた
ポイントが３倍の価値として取り扱われるようになる。従って、このような場合には、単
独の番組指定の閲覧によって得たポイントだけで必要ポイントに達する場合もある。
　次に、ステップＳ２８８では、番組指定ポイント使用処置によって抽出された番組指定
ポイントの和によって必要ポイントが充足されたかどうかチェックする。そして充足され
ていなければ、不足分を補うためステップＳ２９０において汎用ポイントを保有している
かチェックする。なお、ステップＳ２８４において番組指定ポイントを全く保有していな
かった場合は、必要ポイントの充足はありえないので、直接ステップＳ２９０に至る。
【０１２４】
　そして、汎用ポイントを保有していればステップＳ２９２に進み、汎用ポイントを獲得
時間順に使用する処置を行う。これは、図３のように広告配信局が複数あるとき、Ａテレ
ビ局コンピュータ３への広告配信局コンピュータ１４および第二広告配信局コンピュータ
２１からの広告料分配に不合理が生じないようにするためのものである。
　例えば、Ｃユーザコンピュータ１１に対し、広告配信局コンピュータ１４から古い日付
でポイントが発行されるとともに、第二広告配信局２１から新しい日付でポイントが発行
されていたとする。ここで仮にＣユーザコンピュータ１１が、Ａテレビ局コンピュータ３
から配信される番組について第二広告配信局２１からの新しい日付のポイントを先に使用
してしまうとすると、Ａテレビ局コンピュータ３への広告料分配が行われず、広告主から
の広告料が広告配信局コンピュータ１４に滞留してしまう。これはで、ポイントの獲得と
使用の実態に合った広告料分配が行われない。ステップＳ２９２はこのような事態を防ぐ
ためのものである。
【０１２５】
　次いでステップＳ２９４において、上記のような汎用ポイントの使用によって必要ポイ
ントが充足されたかどうかチェックする。そして充足されていればステップＳ２９６に移
行し、残っているポイントの計算と表示を行ってフローを終了する。
　一方、ステップＳ２８８において番組指定ポイントの使用だけで必要ポイントが充足さ
れた場合はステップＳ２９８に移行し、番組指定ポイントの余剰の有無をチェックする。
そして余剰があればステップＳ３００でこれを汎用ポイントに換算してステップＳ２９６
に移行する。
【０１２６】
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　なお、ステップＳ３００の換算においてはポイント数の削減が行われる。これは、一般
に、一つの広告動画の閲覧により図１７のステップＳ２６０で獲得できるポイント単価は
、図１２の指定広告処理経由の場合の方が、図１６の広告サーチ処理経由の場合よりも大
きくなるよう設定されているからである。
　このような設定の理由は、まず図６においてユーザの最大関心事である番組の指定に伴
って表示される広告一覧の方が、広告サーチの検索結果としての広告一覧よりもユーザの
目に触れる可能性が高いため広告主に高い広告料を要求することができるからである。
　また、テレビ局にとっても、適切な広告主を得て番組指定ポイントの単価を高く設定で
きることは、少数のユーザの根強い支持がある専門性の高い番組や野心的な自主制作番組
からもそれなりの広告料分配を期待できることを意味し、広告料の分配を受けるために不
特定多数の人気を狙った「高視聴率」番組の製作にのみ汲々とする経営からの脱皮を図る
ことができる。これに対し、汎用ポイントだけでは、使用ポイント総数の少ない専門番組
などの制作が不可能となる。
【０１２７】
　ステップＳ２９０において汎用ポイントを保有していないことが検出された場合、又は
ステップＳ２９４において汎用ポイントを使用しても必要ポイントの充足ができないこと
が検出された場合は、ステップＳ３０２に移行し、他の番組を指定している番組指定ポイ
ントがあるかどうかチェックする。そしてそのような他の番組を指定しているポイントが
あればステップＳ３０４に移行し削減使用処理を行う。
　削減使用処理の詳細としては、まず他の番組を指定しているポイントを使用してよいか
どうかユーザに確認するステップを置く。そしてユーザが使用してよい旨の操作をすれば
ポイント使用を実行する。但し、そのポイントの価値は汎用ポイントレベルに削減されて
使用される。
　ステップＳ３０６では、以上の削減使用処理のポイントを加えたことによってポイント
が充足されたかどうかがチェックされる。そしてポイントが充足されればステップＳ２９
６に移行する。
【０１２８】
　なお、削減使用処理のポイントを加えてもポイントが充足されない場合は、ステップＳ
３０８に移行する。なお、ステップＳ３０４の削減使用処理においてユーザが他の番組を
指定しているポイントの使用に同意しなかった場合もステップＳ３０４内の該当ステップ
から直接にステップＳ３０８に移行する。
　ステップＳ３０８では、クレジット処理およびクレジットポイントの表示を行う。そし
て、ステップＳ３１０でクレジットポイントを換算したクレジット金額の表示を行ってフ
ローを終了する。
【０１２９】
　図１９は、図１４のステップＳ１６６、および図１５のステップＳ２００における番組
動画データの解凍・再生処理の詳細を示すフローチャートである。フローがスタートする
と、ステップＳ３１２でその番組動画データの解凍が開始される。次いでステップＳ３１
４で番組動画データの再生が開始される。番組動画データは複数のデータに分割されてい
るので、ステップＳ３１２で最初のデータの解凍が終わるとステップＳ３１４で次のデー
タの解凍と並行して解凍済みのデータの再生を開始することができる。従って、長時間番
組であってもステップＳ３１２からステップＳ３１４への移行はユーザにストレスを与え
ない時間で実行され、実質的に待ち時間をそれほど意識させずに再生が開始される。　
【０１３０】
　ついでステップＳ３１６で、リモコンにより休憩操作が行われたかどうかがチェックさ
れる。休憩操作は、ユーザが番組鑑賞中に疲れた時など休憩を取りたいときに操作するも
のである。
　ステップＳ３１６で休憩操操作が行われたことが検出されると、番組の再生が中断され
、ステップＳ３１８に移行して自動広告処理が行われる。自動広告処理の詳細は、図１０
のフローからステップＳ５６からステップＳ６０を除いてステップＳ５０からステップＳ
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ステップＳ６２に移行するようにしたものと同じである。これによって、休憩操作をする
と図５の自動広告動画４１がテレビ画面３１に表示されるとともに、広告ポイントボタン
４２、広告カットボタン４３、広告サーチボタン４４および広告選局ボタンが表示されて
これらの操作が可能となる。そして、広告への関心に応じ、これらのボタンの操作により
任意に広告ポイントの獲得を行うことも可能となる。
　なお、これらのボタンの操作によって広告ポイントの獲得のためのフローに移行したと
きは、リモコンで広告処理中止のための割り込み操作を行えば、いつでも番組再生の続き
に戻ることができる。
【０１３１】
　ステップＳ３１６で休憩操作が検出されなかった場合はステップＳ３２０に進み、広告
アーカイブス操作の有無をチェックする。この操作は、休憩操作と似たものであるが、番
組の鑑賞を中断して広告のアーカイブスを閲覧することによって意識的に気分転換を図り
たい時に行われるものである。
　ステップＳ３１６で広告アーカイブス操作が行われたことが検出されたときも番組の再
生が中断され、ステップＳ３２２に移行して広告期限切れの広告動画データの検索画面に
入る。これらのデータは広告期限が終わっても広告主からの低額の維持広告料に基づいて
広告配信局又はユーザコンピュータにアーカイブスとして保存されており、ポイント発行
およびそれに伴う広告料とは関係なしにステップＳ３２２の中で再生することができる。
広告アーカイブスの検索画面は図７と同様のレイアウトであり、ユーザは過去の商品名や
出演者などの記憶をたどって懐かしい広告を遊び感覚で検索することができる。また、検
索結果にもとづいて特定の広告動画データを選択し、これを閲覧することができる。
　ステップＳ３２２における特定のアーカイブス広告動画データの閲覧が終わるか又は中
止されるとステップＳ３２４に移行し、そのデータと関連のある現広告動画データの一覧
が表示される。この一覧表示は特定のアーカイブス広告動画データとの間で広告主が設定
した直接リンクによっても可能であるが、アーカイブス広告動画データの出演者などを媒
介したユーザの自発的な検索による間接リンクによっても可能である。
【０１３２】
　そしてステップＳ３２６で一覧表示された現広告動画データの一つが所定時間内に選択
されたかどうかがチェックされ、操作が検出されるとステップＳ３２８のポイント獲得処
理に入る。このように、既に期限の切れた広告からの直接又は間接のリンクにより、現在
生きている広告動画データの閲覧およびそれによるポイント稼ぎの機会が設けられている
。
　なお、広告アーカイブス操作によりステップＳ３２２に移行した後は、リモコンで中止
の割り込み操作を行えば、いつでも番組再生の続きに戻ることができる。
　また、ステップＳ３２０で広告アーカイブス操作が検出されなかった場合、又は関連現
広告一覧表示から所定時間内にステップＳ３２６で広告選択操作が検出されなかった場合
はステップＳ３３０に進む。
　なお、上記の広告アーカイブス操作は、図１９の解凍・再生処理の中だけでなく、リモ
コンの操作によりどのフローからも割り込んで実行可能とすることができる。
【０１３３】
　ステップＳ３３０では番組の再生が終了したかどうかがチェックされている。そして、
終了していなければステップＳ３１６に戻り、以下、ステップＳ３１６又はステップＳ３
２０での操作の検出がない限り、ステップＳ３１６とステップＳ３３０の間を繰り返して
番組再生終了を待つ。
　ステップＳ３３０で番組再生終了が検出されたときはステップＳ３３２に移行し、クレ
ジットポイントの有無をチェックする。そしてクレジットポイントがあれば、見終わった
番組についての番組指定広告でまだ閲覧していないものが残っているかどうかステップＳ
３３４でチェックし、番組指定広告が残っていればステップＳ３３６の指定広告処理に入
る。この処置により、番組鑑賞後においてクレジットがあったときにこれを解消するため
の最も効率のよいポイント稼ぎが可能となる。
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　一方、ステップＳ３３４において見終わった番組に関する番組指定広告が全て閲覧済み
で、もう残っているものがないことが検出されたときはステップＳ３３８のネットモード
処理に移行する。これによって、自動広告閲覧又は広告サーチなどによるポイント稼ぎが
可能となる。
　以上のように番組を見終わった直後にステップＳ３３２でクレジットがあることが検出
された時は自動的にポイント獲得が可能な画面に移行し、クレジットの早期解消を促す。
但し、このような画面がわずらわしい場合は、リモコン操作の割込みによっていつでもス
テップＳ３３６又はステップＳ３３８を中断してフローを終了することができる。なお、
ステップＳ３３２においてクレジットがなかった時は、ポイント獲得画面への移行を行わ
ず、ステップＳ３３９に移行する。
【０１３４】
　ステップＳ３３９では、再生が終了した番組に続編があるかどうかチェックする。そし
て続編があればステップＳ３４０の続編番組紹介処理に入る。この処理は番組が連続ドラ
マやシリーズもの等である場合にユーザにとって有益である。またここでいう「続編」と
は、狭義に時間的な鑑賞順序のあるものだけに限定されるのではなく、自由に順序を変え
て鑑賞することが可能な関連番組をも含むものとする。
　続編番組紹介処理の内容は、図１１の番組表処理におけるステップＳ８０以降と同じで
ある。但し、ステップＳ８０では続編番組のリストを表示する。また、続編番組紹介処理
としては、上記に代え、続編番組を紹介した後は図１０のネットモード処理をスタートさ
せ種々のポイント獲得が可能なようにしてもよい。なお、このような続編紹介画面がわず
らわしい場合は、リモコン操作の割込みによっていつでもステップＳ３４０を中断してフ
ローを終了することができる。なお、ステップＳ３３９において続編番組がなかった時は
、直ちにフローを終了する。
【０１３５】
　なお、図１９のフローの変形実施例として、ステップＳ３３０とステップＳ３３２の間
に図１３のステップＳ１４６と同様の解凍保留処置のステップを追加することができる。
これによって、鑑賞を終了した番組動画データは解凍保留状態となり、再度再生操作をす
るとポイントの決済が行われる。このように攻勢すれば、同一の番組動画データについて
は鑑賞の都度ポイントの決済が行われる。この場合、二度目以降の使用ポイント数を少な
くする措置、および所定回数目以降はポイントを使用することなく再生できるようにする
等の措置を行うこともできる。
【０１３６】
　図２０は、図１から図３における本発明の実施例の広告配信局コンピュータ１４の基本
動作を示すフローチャートである。このフローは、広告配信局コンピュータ１４がオン状
態となって立ち上がった場合、又はいずれかの広告主コンピュータから広告動画データの
アップがあった場合、又はいずれかのユーザコンピュータからポイント獲得処理又は広告
カットの通知があった場合、又はいずれかのテレビ局コンピュータからポイント使用実績
の通知を受領した場合において、いずれも場合についてもその都度、それぞれスタートか
ら実行される。なお、この図２０のフローは第二広告配信局２１およびその他の広告配信
局コンピュータに共通である。
　フローがスタートすると、ステップＳ３４２で、いずれかの広告主からの広告動画デー
タップがあったかどうかがチェックされる。アップがあればステップＳ３４４で広告料の
定額部分を広告主コンピュータより電子受領する。この定額部分は、主に広告配信局運営
費に充てられる。続いて、ステップＳ３４６において、アップされた広告動画データおよ
びその属性データの登録が行われる。
【０１３７】
　次に、ステップＳ３４８で、ブログリンク処理が行われる。この処理は、アップされた
広告動画データに対して不特定多数のユーザがブログを作成してリンクを張ることを可能
にする処理である。この処理により次のことが可能となる。
　すなわち、閲覧した広告動画データについてブログを書きたいユーザは、図６の番組指
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定広告一覧５０、又は図７の検索結果広告一覧によって、対応する広告動画データを指定
し、リモコンの操作でブログを作成する。
　一方、広告動画データに関連するブログを見たいユーザは、ユーザコンピュータにおい
て図５又は図８のように特定の広告動画がテレビ画面３１で再生されているときにブログ
閲覧の操作をリモコンによって行う。これによってテレビ画面３１に関連ブログの一覧が
表示され、その一つをテレビリモコンで選ぶことによって選択されたブログの詳細をテレ
ビ画面３１上で読むことができる。これによって、ユーザは広告動画データによって広告
主から提供される商品情報だけでなく、ブログに書かれた一般ユーザのコメントを見るこ
とができる。なお、書かれるブログには悪意のものが含まれる可能性があるが、原則とし
てブログを読むユーザ自身の取捨選択に委ねられる。但し、広告主からの苦情があれば審
査の上、広告配信局にて悪質なブログを削除することもある。
　なお、ユーザがブログを見る操作が可能なタイミングは、上記のように広告動画の再生
中に限られるものではない。例えば、図６の番組指定広告一覧５０、又は図７の検索結果
広告一覧６２における番組の一つをリモコンで選ぶことによって、選ばれた番組に関する
ブログ一覧を表示することも可能であり、この場合は、広告動画の再生を経由せずにリン
クの張られたブログに直接飛ぶことができる。
【０１３８】
　また、ステップＳ３４８のブログリンク処理の中に、ブログを書いたユーザに対してポ
イントを発行するステップを設けてもよい。上記からも明らかなように、ブログを書く操
作はそのユーザのテレビに備えられたユーザコンピュータによって行われるので、広告配
信局はブログを書いたユーザコンピュータを特定するとともにこのユーザコンピュータに
所定のポイントを発行する。ポイントが発行されたときは、ブログの対象となった広告動
画データの広告主コンピュータに閲覧実績に準じた情報を発信し、広告料従量部分を電子
受領する。なお、悪意のブログに対しては、広告主コンピュータから広告配信局コンピュ
ータに対し、ブログのリンク解除および広告料受領部分の返還を求めることができる。
【０１３９】
　さらに、ステップＳ３４８のブログリンク処理の中に、ブログ作成支援機能として、ブ
ログに関連する広告情報のアイコンやクリップアートをブログに貼り付けるための補助メ
ニューが開くように構成しておくこともできる。このような補助メニューによって得られ
る広告情報は、ブログを書こうとし直接の広告動画データだけではなく、関連するものや
同一ジャンルまたは競合商品も検索されて自動的に表示されるようにする。
　上記のようなブログ作成支援機能によってブログに貼り付けられた広告情報のアイコン
やクリップアートは、ブログ画面を見るユーザの選択に応答して直接その広告動画データ
にジャンプし、図１７のポイント獲得処理をスタートさせる機能を持つ。
　従って、以上のようなブログ作成支援機能によってブログを書くユーザが適宜広告情報
のアイコンやクリップアートをブログに貼り付けるならば、作成されたブログ画面の一部
が図６の番組指定広告一覧５０または図７の検索結果広告一覧６２に準じた機能を持つこ
とになる。つまり、ブログ画面の一覧からアイコンやクリップアートを選択することによ
り、ブログ画面から直接に関心のある広告動画データの閲覧に進むことができる。
【０１４０】
　ブログリンク処理が終わると、ステップＳ３５０で、アップされた広告動画データが番
組指定広告かどうかをチェックする。そして番組指定広告であればステップＳ３５２で番
組指定広告管理処理を行う。これは新たな番組指定広告の追加により番組指定広告全体の
再生制御を変更する必要が生じるからである。番組指定広告管理処理の詳細は後述する。
次いで、ステップＳ３５４で広告料の割増定額部分を広告主コンピュータより電子受領す
る。つまり、番組指定広告の場合は広告料の定額部分の合計金額が高くなる。次にステッ
プＳ３５６で、この割増定額部分の大半を指定された番組を制作しているテレビ局に番組
制作費の先払いとして分配し、ステップＳ３５８に移行する。
　ステップＳ３５０で番組指定広告でなかったときは、アップされた広告動画データが通
常の広告動画データであることを意味するので、ステップＳ３６０で自動広告管理処理を
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行ってステップＳ３５８に移行する。これは、新たな広告動画データの追加により自動広
告動画データ全体の再生制御を変更する必要が生じるからである。自動広告管理処理の詳
細は後述する。また、ステップＳ３４２で新たな広告動画データのアップロードがなかっ
た時も、直接ステップＳ３５８に移行する。
【０１４１】
　ステップＳ３５８では、ユーザコンピュータにおいてポイント獲得処理が行われたかど
うかチェックする。ポイント獲得処理があればこれに応答し、ステップＳ３６２において
、広告配信局コンピュータ１４が発行元である旨をおよび日付を明示したポイントが該当
ユーザコンピュータに対して発行される。
　また、ステップＳ３６４では、上記に連動して、ポイント獲得処理の対象になった広告
動画データの広告主コンピュータに対し、広告動画データの閲覧実績を発信する。そして
、これと引き換えに、ステップＳ３６６で広告料の従量部分を広告主コンピュータより電
子受領してステップＳ３６８に移行する。なお、ステップＳ３５８で、どのユーザコンピ
ュータにおけるポイント獲得処理もなければ、直接ステップＳ３６８に移行する。　
【０１４２】
　ステップＳ３６８では、いずれかのテレビ局コンピュータからポイント使用実績を受信
したかどうかがチェックされ、受信があればステップＳ３７０にてそのテレビ局コンピュ
ータに対応する広告料を分配してステップＳ３７２に移行する。また、ステップＳ３６８
でポイント使用実績受信がなければ直接ステップＳ３７２に移行する。
【０１４３】
　ステップＳ３７２では、ステップＳ３５８におけるポイントの発行又はステップＳ３６
８におけるポイントの使用による広告配信局にとってのポイント変動の有無、又はいずれ
かのユーザコンピュータからの広告カット処理の通知があったかどうかがチェックされる
。そして該当があれば、それに対応して自動広告動画データおよび番組指定広告の両者に
ついて再生制御を変更する必要が生じるので、ステップＳ３７４で自動広告管理処理を行
うとともにステップＳ３７６で番組指定広告管理処理を行ってフローを終了する。なお、
該当がなければ直ちにフローを終了する。
【０１４４】
　図２１は、図２０のステップＳ３６０およびステップＳ３７４で実行される自動広告管
理処理の詳細を示すフローチャートである。フローがスタートすると、ステップＳ３８２
において処理の対象となる相手側のユーザコンピュータの特定が行われる。そしてステッ
プＳ３８４でそのユーザコンピュータに配信済みの広告動画データを確認する通信を行う
。なお、広告動画データを再生管理するための処理は図２１で行われるが、新しい広告動
画データ又は広告動画データの更新版の配信自体は広告配信局から各ユーザコンピュータ
に対し予め定められたタイミングで図２１の処理とは独立に適宜実行されている。
　次いでステップＳ３８６でそのユーザの属性に不適な広告動画データの有無をチェック
する。そして該当するものがあれば、ステップＳ３８８でこれを除外してステップＳ３９
０に移行する。例えば、ユーザテレビが男性ユーザにのみによって見られている属性であ
る場合、女性を対象とした広告動画データは再生対象から除外される。なお、ステップＳ
３８６で該当する広告動画データがなければ直接ステップＳ３９０に移行する。
【０１４５】
　ステップＳ３９０では、これまでのユーザの広告カット操作履歴の蓄積を元に、広告カ
ットの対象となった広告動画データの属性を統計処理し、ユーザが再生を望まない広告の
傾向を分析する。また、ステップＳ３９２では、逆に、これまでのユーザの広告ポイント
操作履歴の蓄積を元に、広告ポイント操作の対象となった広告動画データの属性を統計処
理し、ユーザが再生を望む広告の傾向を分析する。
　そして、ステップＳ３９０とステップＳ３９２の分析結果に基づき、ステップＳ３９４
では、自動広告動画再生における優先順位および頻度を決定する。具体的には、ユーザの
関心が高い傾向にある広告については優先順位を上げるとともに、ユーザの関心が低い傾
向にある広告については優先順位や再生頻度を低くする。
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　なお、ステップＳ３９４では粗決定までが行われ、優先順や頻度が同程度のものについ
ての具体的な順序は、次のステップＳ３９６において同程度の広告の範囲内でランダムシ
ャッフルを行って決定する。これによって自動広告動画の再生が同じ順序で繰り返される
不快感を軽減する。
　なお、ステップＳ３６０において図２１のフローを実行する場合は、結果が変動するこ
とが予想されないのでステップＳ３９０とステップＳ３９２を省略してもよい。また、新
規にアップされた広告動画データなので、ステップＳ３９４における決定では、再生順を
最優先とする。
【０１４６】
　次いで、ステップＳ３９８において新たに広告カット操作の対象になった広告動画デー
タの有無をチェックする。ステップＳ３９０およびこれを受けたステップＳ３９４の処理
は、異なる複数の広告に共通する傾向に基づき、同傾向にあるまだ広告カット操作の対象
となっていない他の広告の優先度や頻度をコントロールするものであるが、ステップＳ３
９８以下は、あくまで広告カット操作の対象になった広告そのものの取り扱いに関するも
のである。
　ステップＳ３９８において該当するものがあればステップＳ４００に進み、広告カット
操作が初回かどうかチェックされる。初回でなければステップＳ４０２で２回目かどうか
チェックされ、２回目でなければ３回目なのでステップＳ４０４で該当する自動広告を再
生対象から除外してステップＳ４０６に移行する。
　一方、ステップＳ４００において広告カット操作が初回であることが検出されたときは
ステップＳ４０８で該当広告再生の優先順を降下させてステップＳ４０６に移行する。こ
こにおける優先順の降下とは、所定時間が経過するまで次回の再生を控えることを意味す
るが、長期的な平均頻度まで低下させるものではなく、繰り返し広告効果は狙う。これに
対し、ステップＳ４０２において広告カット操作が２回目であることが検出されたときは
、ステップＳ４１０において再生頻度そのものを低下させ、繰り返し広告効果に固執する
よりも不快感の緩和に重点を移す。しかしながら完全に再生対象から除外するわけではな
い。
【０１４７】
　以上の各処理は、ステップＳ４０６で生管理情報としてまとめられ、ステップＳ３８２
で特定したユーザコンピュータに送信される。そしてこの送信が終了すると、フローを終
了する。
【０１４８】
　図２２は、図２０のステップＳ３５２およびステップＳ３７６で実行される番組指定広
告管理処理の詳細を示すフローチャートである。フローがスタートすると、ステップＳ４
１２において対象の広告動画データが新規にアップされたものかどうかチェックする。
　そして新規広告動画データであった場合、ステップＳ４１４で指定番組お任せ契約のも
のであるかどうかチェックされる。番組指定広告は原則として広告主自身が番組を指定し
て契約するが、広告配信局における過去の広告効果分析データを信頼して番組の指定を任
せることも可能であり、そのような契約の場合はステップＳ４１６に進む。
【０１４９】
　ステップＳ４１６では、ユーザコンピュータの一つを匿名で無作為にサンプル抽出する
。ステップＳ４１６では抽出したユーザコンピュータにおけるユーザ属性もチェックする
。そしてステップＳ４１８以下で、ユーザ属性と操作履歴等との関係を分析する。
　まず、ステップＳ４１８では、ポイント獲得傾向分析により、ユーザの広告に対する関
心又は好き嫌いの傾向を調べる。具体的には、広告ポイント操作、広告選択操作、広告サ
ーチ処理、アンケート操作等の履歴とユーザ属性との関係を分析する。次に、ステップＳ
４２０では、上記の補助として広告カット傾向分析により、ユーザの関心を繋ぎ止めるこ
とができない広告の傾向を調べる。具体的には、各場面における広告カット操作の履歴と
ユーザ属性との関係を分析する。
　次に、ステップＳ４２２でポイント使用傾向分析を行い、ユーザの番組に対する関心の
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傾向を調べる。具体的には、番組録画操作や番組選択操作等の履歴と、ステップＳ４１６
で得られるユーザ属性、およびステップＳ４１８およびステップＳ５２０で得られるユー
ザの広告への関心又は好き嫌いとの関係を分析し、抽出したユーザにおける広告への関心
と番組への関心との相関を分析する。
【０１５０】
　ステップＳ４２４では、以上の分析結果に基づいて統計処理が可能かどうかをチェック
する。当然ながら一つ目のサンプル抽出では統計処理ができないので、ステップＳ４１４
に戻り、次のユーザコンピュータの無作為サンプル抽出を行い、以下、ステップＳ４２４
で統計処理が可能なサンプル数が集まるまでステップＳ４１４からステップＳ４２４を繰
り返す。
　そして、ステップＳ４２４で統計処理が可能と判断された時は、ステップＳ４２６で最
適の指定番組を決定し、広告配信局コンピュータ自身でその決定に従った処理を開始する
とともに、指定番組を広告主コンピュータに通知する。
　一方、ステップＳ４１４で指定番組お任せ契約でなかった時は、直接ステップＳ４２６
に移行し、広告主の希望通りの指定番組を決定する。また、結果の決定は単なる確認報告
となる。　
【０１５１】
　次いで、ステップＳ４２８に進み、対象の新規広告の初期一覧序列を自動決定する。そ
して、広告配信局コンピュータ自身でその決定に従った処理を開始するとともに、一覧序
列を広告主コンピュータに通知する。通常、新規広告の場合序列は上位に決定される。
　さらに、ステップＳ４３０では以上の広告条件に基づいて番組指定広告に関する初期割
増定額部分を決定し、これを広告主コンピュータに通知してステップＳ４３２に移行する
。なお、ステップＳ４１２において対象広告が新規のものでなかったときは直接ステップ
Ｓ４３２に移行する。
【０１５２】
　ステップＳ４３２では、対象広告がデータアップ後、所定日数を経過したものかどうか
チェックする。そして所定日数が経過していた場合は、ステップＳ４３４に進み、序列を
所定ルールに従ってダウンさせるとともにこれを広告主コンピュータに通知し、日数カウ
ントをリセットしてステップＳ４３６に移行する。
　従って、次回以降も、所定日数が経過してステップＳ４３４に至るたびに、一覧序列は
ダウンする。この結果、図５の番組指定広告一覧５０において表示は下位のより目立たな
い位置に移動し、場合によってはスクロールしないと見えない位置に移動する。
　なお、ステップＳ４３２において所定日数が経過していなかった場合は、序列ダウンは
行わず、直接ステップＳ４３６に移行する。
【０１５３】
　ステップＳ４３６では、対象広告がデータアップ後、所定の閲覧実績目標に達している
かどうかチェックする。そして目標未達の場合は、ステップＳ４３８に進み、序列を所定
ルールに従ってダウンさせるとともにこれを広告主コンピュータに通知し、目標カウント
をリセットしてステップＳ４４０に移行する。次回以降も目標未達の場合、ステップＳ４
３８に至るたびに、一覧序列がダウンすることは、ステップＳ４３４の場合と同様である
。なお、ステップＳ４３６において目標が達成されていた場合は、序列ダウンは行わず、
直接ステップＳ４４０に移行する。
【０１５４】
　ステップＳ４４０では、対象広告に対して広告主コンピュータから割増定額部分積増し
の電子受領が行われているかどうかをチェックする。そして、割増受領があれば、ステッ
プＳ４４２に進み、序列を所定ルールに従ってアップさせるとともにこれを広告主コンピ
ュータに通知し、割増受領をリセットしてフローを終了する。
　このように、割増定額部分の積増しを行えば、仮に、ステップＳ４３４又はステップＳ
４３８において序列ダウンがあったとしても、ステップＳ４４２でこれを復活し、結果的
に序列ダウンを免れることができる。このような処置は次回以降もステップＳ４４２に至
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るたびに可能である。
　なお、ステップＳ４３６において割増定額部分の積増しがあったことが検出されない合
は、序列アップを行うことなくフローを終了する。
【０１５５】
　図２３は、図１から図３における本発明の実施例のＡテレビ局コンピュータ３の基本動
作を示すフローチャートである。このフローは、Ａテレビ局コンピュータ３がオン状態と
なって立ち上がった場合、又はいずれかのユーザコンピュータから番組のダウンロード処
理又はポイント決済処理が要求された場合において、いずれも場合についてもその都度、
それぞれスタートから実行される。なお、この図２３のフローはＢテレビ局コンピュータ
６およびその他のテレビ局コンピュータに共通である。
　フローがスタートすると、ステップＳ４５２で広告料定額部分分配の電子受領を行う。
これは、図２０のステップＳ３５６における広告配信局コンピュータからの分配が行われ
ていた場合に対応するものであって、このような分配がない場合はステップＳ４５２は省
略される。
【０１５６】
　次いで、ユーザが使用したポイントで広告配信局コンピュータに未通知のものがあるか
どうかをステップＳ４５４でチェックする。そして未通知使用ポイントがあればステップ
Ｓ４５６でこれを発行元の広告配信局別に集計し、それぞれの広告配信局に通知する。そ
してこれと引き換えにステップＳ４５８で広告料の従量部分についての分配を電子受領し
、ステップＳ４６０に移行する。なお、ステップＳ４５４で未主計使用ポイントがなけれ
ば直接ステップＳ４６０に移行する。
【０１５７】
　ステップＳ４６０では、各ユーザコンピュータについて期限を超過しているクレジット
ポイントがあるかどうかチェックする。そして期限超過クレジットがあればステップＳ４
６２で換算した番組料金をそれぞれのユーザの口座から引き落としてステップＳ４６４に
移行する。なお、いずれのユーザコンピュータにも期限超過クレジットがなければ直接ス
テップＳ４６４に移行する。
【０１５８】
　ステップＳ４６４では、いずれかのユーザコンピュータからダウンロード処理が要求さ
れたかどうかをチェックする。そしてステップＳ４６６において、ダウンロード要求があ
ったユーザコンピュータに対して番組動画データの送信を開始する。
　次に、ステップＳ４６８では、その番組についての過去の日時付ダウンロード履歴に今
回のダウンロード実績を加え、「視聴率」を新たに更新計算する。ここで「視聴率」とは
、所定期間内におけるダウンロード累積数をジャンル別に決められている所定のダウンロ
ード数で割ったものである。そして「視聴率」がジャンル別に決められている所定の率を
上回った場合はこれを「人気番組」と認定し、番組表用人気番組コード信号を各ユーザコ
ンピュータに送信してステップＳ４７２に移行する。このコードは視聴率そのものであっ
てもよい。各ユーザコンピュータにおける番組表処理においてこのコードを持つ番組があ
れば、その番組が人気番組である旨の表示または視聴率の表示が番組表５１に付記される
。なお、いずれのユーザコンピュータからもダウンロード処理の要求がない場合は、直接
ステップＳ４７２に移行する。
【０１５９】
　ステップＳ４７２では、いずれかのユーザコンピュータからポイント決済処理が要求さ
れたかどうかをチェックする。そして要求のあったユーザコンピュータについてはステッ
プＳ４７４で決済に必要なポイントが充足されているかどうかをチェックし、不足があれ
ばステップＳ４７６でクレジット処理をしてステップＳ４７８に進む。また、ステップＳ
４７４で必要ポイントが充足されていれば直接ステップＳ４７８に移行する。
　ステップＳ４７８では、集計のための使用ポイントを記録し、フローを終了するが、こ
の際、クレジット処理したポイントは集計から除外される。なお、ステップＳ４７２にお
いていずれのユーザコンピュータからもポイント決済処理の要求がない場合は、直ちにフ
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ローを終了する。
　本発明の実施例では、上記のようにステップＳ４６４のダウンロード処理のチェックと
ステップＳ４７２におけるポイント決済処理のチェックとを分けており、ステップＳ４６
６で番組動画データの送信に入っても直ちにポイントの決済は行わない。つまり、ステッ
プＳ４６６の実行によって番組動画データがダウンロードされても、実際に番組の鑑賞が
行われてポイント決済が要求されるまではポイント使用の決済が保留される。つまり、本
発明の実施例では、単なる番組動画データの「録画」段階ではポイント使用の決済は行わ
れない。これは、ユーザコンピュータにおける図１５のダウンロード処理のステップＳス
テップＳ１９６からステップＳ２０２の機能に対応している。
【０１６０】
　なお、上記の図２３においては、ダウンロード処理があった場合だけステップＳ４６８
における視聴率計算とステップＳ４７０における番組表用人気番組コード送信が実行され
ている。しかしながら、これらのステップＳ４６８とステップＳ４７０の実行は、これに
限るものではなく、例えば、図２３のフローの所定の部分において無条件に定期的に実行
されるよう構成してもよい。
【０１６１】
　ここで、図２３のステップＳ４５６に関連した変形実施例について説明する。この変形
実施例の前提としては、図２０のステップＳ３６２において、ポイント発行の際に発行元
および日付だけでなく閲覧した広告の識別コードも明示する。そして、ステップＳ４５６
においては、発行元の広告配信局別に留まらず、個々の広告識別コード別にさらに詳細に
集計し、広告配信局に通知する。
　上記の広告識別コード別の集計情報は、以下のステップＳ４５８における広告配信局と
の間での広告料従量部分分配に必要なものではない。しかしながら、通知を受けた広告配
信局において次のような情報管理または広告主との広告料支払い特別契約に利用される。
【０１６２】
　まず、情報管理の観点から、広告識別コード別集計情報の意義を説明する。この情報は
、広告配信局にとって同一ユーザによる広告閲覧傾向と番組鑑賞傾向との相関関係を示し
ているので、広告主に対してその広告主の属性や商品に合った指定番組を推薦するための
情報となる。したがって、広告識別コード別集計情報の通知を受けた広告配信局では、図
２２のステップＳ４１６とステップＳ４２４の間の適当なところに「番組閲覧傾向分析」
のステップを追加し、ステップＳ４２６における指定番組決定に役立てる。
　次に広告主との特別契約の観点から広告識別コード別集計情報の意義を説明する。既に
説明してきたように、広告主としては広告閲覧という実績に対して広告料を支払っており
、その後のポイントの使途は必ずしも関心事ではない。しかしながら、広告配信局は、希
望する広告主との間で、広告動画データ閲覧によるポイントの発行だけでなくポイントの
使用による番組動画データ鑑賞までを確認した上で広告料を支払うという形の特別契約を
締結することも可能である。このような特別契約の場合、広告主はポイント獲得の最終目
的に至る全プロセスを直接確認した上で広告効果を納得することができる。そしてこのよ
うな特別契約に対応するためには、上記のような広告識別コード別集計情報が必要となる
。
【０１６３】
　さらに、上記の広告識別コード別集計情報の意義は次のような変形実施例の場合にも意
義を持つ。すなわち、本発明の実施においては、広告主自身が広告配信局を兼ねることも
可能であり、この場合、広告配信局コンピュータと広告主コンピュータは一体となり、広
告主自身がユーザコンピュータに対してポイントを発行する。このような場合、広告主に
とっては広告別にポイント使用を管理する必要も生じ、また最も単純な場合、一つの広告
主が一つの広告動画データしか発信しない場合もある。広告識別コード別集計情報はこの
ような広告主や広告配信局側の種々のケースに対応できるものである。
【０１６４】
　以上のように、Ａテレビ局コンピュータ３フローチャートにおけるステップＳ４５６の
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段階での集計は、広義にはポイント発行履歴に基づいてポイント使用を集計するという意
義をもつ。従って、本発明において、「ポイント発行履歴に基づく集計」と称する場合、
図２３のとおりの広告配信局別集計だけでなく、変形実施例で説明したような閲覧広告別
集計の両者を含むものとする。
【０１６５】
　なお、上記のように広告配信局コンピュータと広告主コンピュータが一体となる変形実
施例の場合、広告主はポイント使用が可能な番組動画データを提供するテレビ局との間で
次のような契約を行うことができる。すなわち、番組動画データ自身に関する広告動画デ
ータである番組予告編や番組ダイジェスト版の動画データをテレビ局から無償で提供させ
、これを自身の広告動画データとともにユーザコンピュータに配信する。その手法は先に
実施例において広告配信局コンピュータの機能として説明したものと同じである。
　この契約によれば、ポイントが獲得可能な広告動画データとそのポイント獲得の目的で
ある番組動画データの情報がセットでユーザに提供されるので、テレビ局としては番組の
広告機会が広がるとともに、広告主としても自身の広告動画データ閲覧の動機付けを強化
することができる。
　また、このような変形実施例の場合、通常のウェッブにおける企業のホームページ上に
おいて、自社の広告動画データと放送局の広告動画データを紹介しながら番組動画データ
を鑑賞できるポイントを発行するシステムを構築することも可能であり、格別の広告配信
局設立の投資も不要となる。
【０１６６】
　図２４は、図１におけるＣユーザテレビ９の詳細を示すブロック図であり、Ｃユーザコ
ンピュータ１１は、制御部１００、記憶部１０２、および入出力部１０４を有している。
記憶部１０２は制御部１００を動作させるためのプログラムを記憶するとともに、テレビ
局からダウンロードされた番組動画データおよび広告配信局からダウンロードされた広告
動画データなどのデータ記憶も行う。テレビ局および広告配信局とのやり取りは、制御部
１００の制御に基づき、入出力部１０４からインターネット１０６経由で行われる。
　入出力部１０４は、さらにリモコン１０８からの赤外線信号１１０を受信するリモコン
受信部１１２からも操作信号を入力し、制御部１１０に所定のコンピュータ動作を行わせ
る。リモコン１０８はテレビの電源オンオフ、放送チャンネル切換操作、音量調節操作、
テレビ画面に表示される各種ボタンの操作やテレビ画面に表示される一覧からの選択操作
などを行う。
　リモコン受信部１１２が受信する操作信号は必要に応じて放送受信部１１４にも直接伝
えられる。放送受信部１１４は通常のテレビと同様にしてデジタル放送電波１１６を受信
しているが、リモコン受信部１１２からの操作信号に基づいて放送チャンネルの選局等を
行う。
【０１６７】
　表示制御部１１８は放送受信部１１４からの信号に基づいて、図４のように通常デジタ
ル放送動画３２をテレビ画面３１に表示する。表示制御部１１８はさらにＣユーザコンピ
ュータの制御部１００の制御を受け、入出力部１０４を経由して表示記憶部１２０から出
力されるコンピュータ表示信号をテレビ画面３１に表示する。
　このコンピュータ表示信号は、図４の各種ボタン３３から３７のように、通常デジタル
放送動画３２の表示に重畳してテレビ画面に表示される場合もあるが、図５から図８のよ
うに、テレビ画面３１に表示されるものがすべて表示記憶部１２０からのコンピュータ表
示信号である場合もある。
　なお、放送受信部１１４が受信したデジタル放送動画はＣユーザコンピュータ１１の入
出力部１０４にも送られ、リモコン１０８の操作により「録画」として記憶部１０２に記
憶することが可能である
【０１６８】
　図２４では、Ｃユーザコンピュータ１１についてのブロック図を示したが、Ａテレビ局
コンピュータ３、Ｂテレビ局コンピュータ６、広告配信局コンピュータ１４、第二広告配



(41) JP 2008-306606 A 2008.12.18

10

20

30

40

50

信局コンピュータ２１、Ｅ広告主コンピュータ１９、Ｆ広告主コンピュータ２０、Ｇ広告
主コンピュータ２２、およびＨ広告主コンピュータなどもＣユーザコンピュータの制御部
１００、記憶部１０２および入出力部１０４と同様の構成をもつことは言うまでもない。
　さらに、これらのコンピュータの入出力部を介してインターネット経由でシステム内の
他のコンピュータと通信可能である。また、必要に応じ、入出力部を介してキーボードや
マウスなどの操作部、およびモニタなどの表示手段にも接続されている。
【０１６９】
　図２５、図２６は、図２４におけるＣユーザコンピュータ１１における制御部１００の
動作を示すフローチャートであり、放送受信部１１４が受信したデジタル放送動画の記憶
部１０２への録画およびその再生に関するものである。
　図２４における記憶部１０２はハードディスクを有しており、放送受信部１１４が受信
したデジタル放送動画を録画しながら録画済の画像データにアクセスしてこれを再生する
ことが可能である。これによって放送時間帯をシフトし、例えば午後８時から午後９時ま
での放送番組を午後８時１５分から午後９時１５分に鑑賞するようなことが可能である。
また、再生速度を速めたりＣＭ部分をカットしたりすることにより途中で再生が放送番組
に追いつき、以降はリアルタイムの放送番組鑑賞に切換えるようなことも可能である。
　このような録画中再生の技術自体は、いわゆる「追っかけ再生」として既に実用化され
ており、例えば特開２００６－３１９９５５号公報等多数の文献に開示されているのでそ
の詳細の説明は省略する。
【０１７０】
　次に、図２４から図２６に基づいて、上記本発明の実施例の特徴について説明する。図
２４の放送受信部１１４はＣユーザテレビ９が受信可能な全てのテレビ局の放送を同時に
受信するのに充分な数のチューナーを備えており、それぞれ受信した放送データを記憶部
１０２に記憶することができる。
　図２５、図２６は、上記のような放送受信部１１４の構成および記憶部１０２に基づく
録画中再生機能を前提として構成されたもので、テレビをつけた時点で放送されている番
組を、既に開始済みであるか否かにかかわらず、番組冒頭より鑑賞することを可能にする
ものである。これを「放送時間シフトモード」と呼ぶ
【０１７１】
　Ｃユーザテレビ９が「放送時間シフトモード」にセットされると図２５のフローがスタ
ートし、ステップＳ４８２でいずれかの放送局から放送中の番組があるかどうかチェック
する。例えば深夜などでどの局からも放送がないときはステップＳ４８２を繰返し、いず
れかの放送局からの翌朝の放送開始を待つ。ステップＳ４８２の機能は、Ｃユーザテレビ
の主電源がオフであっても常に機能する。放送中の番組があればステップＳ４８４に移行
し、全放送番組録画開始指示を行う。この指示によってＣユーザテレビの主電源のオンオ
フに関わらず放送受信と録画に関する機能が起動し、全放送局からの放送受信と録画を開
始する。
　次いでステップＳ４８６では、既に放送開始済みの番組があるかどうかチェックし、あ
ればステップＳ４８８に進んでその番組を録画対象から除去してステップＳ４９０に移行
する。これは、図２５のフローの機能が番組の頭から再生できる完全な番組の自動録画を
意図しているからである。なお、ステップＳ４８４とステップＳ４８６は極短時間に続け
ておこなわれるので、既に放送が始まってしまった番組がステップＳ４８４の指示に従っ
て録画されることはない。一方、ステップＳ４８６で放送開始済みの番組がなければ直接
ステップＳ４９０に移行する。
【０１７２】
　ステップＳ４９０では、放送が開始された番組があるかどうかチェックし、あればステ
ップＳ４９２でその番組の録画を開始し、ステップＳ４９４に移行する。一方ステップＳ
４９０で放送開始番組がなければ直接ステップＳ４９４に移行する。
　ステップＳ４９４では、放送終了番組があるかどうかチェックする。あればステップＳ
４９６に移行し、その番組の録画データを他の録画データで上書きすることを可能とする
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処理を行い、ステップＳ４９８に移行する。これは、図２５のフローが番組放送中にその
番組を再生することを可能にするための機能であり、番組終了後まで録画データを保存し
て記憶容量を塞ぐことを避けているためである。
　なお、ステップＳ４９６の処理は、放送終了後であってもその放送の録画データが再生
中であれば、再生終了まで上書き可能処理が保留される。また、後述するように、放送終
了番組に対して録画処理が行われた時はその録画データは保存され、上書き可能処理の対
象外となる。一方、ステップＳ４９４で放送終了番組がなければ直接ステップＳ４９８に
移行する。
【０１７３】
　ステップＳ４９８では、「放送時間シフトモード」を解除する操作が行われたかどうか
チェックする。操作がなければステップＳ５００に進み、放送中の番組があるかどうかチ
ェックする。そして、放送中の番組があればステップＳ４９０に戻り、以下、「放送時間
シフトモード」の解除操作または全ての放送局の番組の終了がないかぎり、ステップＳ４
９０からステップＳ５００を繰り返す。これによって、全ての放送局について現在放送中
の番組がその番組の頭から録画開始され、少なくともその番組が終了するまで保存される
ことになる。
【０１７４】
　一方、ステップＳ４９８で「放送時間シフトモード」の解除操作が検出されるか、ステ
ップＳ５００で全ての放送局の番組の終了が検出されたときはステップＳ５０２に移行し
、全放送番組録画終了指示を行う。この指示によってＣユーザテレビの主電源のオンオフ
に関わらず放送受信と録画に関する機能が停止する。次いでステップＳ５０４において放
送終了前に録画停止してしまった番組があるかチェックする。そしてそのような番組があ
れば該当する録画データを他の録画データで上書きすることを可能とする処理を行い、ス
テップＳ５０８に移行する。これは、図１５が番組の頭から最後まで再生できる完全な番
組の自動録画を意図しているからである。一方、ステップＳ５０４で放送終了前録画停止
番組がなかった時は直接ステップＳ５０８に移行する。
　ステップＳ５０８では、ステップＳ４９８の放送時間シフトモード解除操作を経由して
ステップＳ５０８に至ったのかどうかをチェックし、該当すればフローを終了する。一方
該当しない場合は、ステップＳ５００で全ての放送局の番組の終了が検出された結果ステ
ップＳ５０８に至っていることになるのでステップＳ４８２に戻り、放送時間シフトモー
ドのまま次の放送開始を待つ。
【０１７５】
　図２６は、「放送時間シフトモード」が設定されている状態でＣユーザテレビの電源が
オンされた時又はチャンネル変更等のテレビ局選局操作が行われた時にスタートするフロ
ーである。フローがスタートするとステップＳ５１２において、その時点で放送中の全テ
レビ局の放送番組一覧が表示される。この表示は、チャンネルと番組タイトルだけのリス
トまたはこれに簡単な番組紹介情報が付加されたものである。またリストに代えて番組画
像のサムネイルを一覧表示してもよい。
　次いで、ステップＳ５１４において一覧表示された番組を頭から鑑賞するための番組開
始選択操作がなされたかどうかチェックする。この選択操作は通常のチャンネル選択と同
様の簡単な操作である。そして、操作があればステップＳ５１４において選択された番組
について番組頭からの録画中再生処理に入る。図２５のフローの機能により一覧表示され
た全ての番組は頭から録画中であるので、このような鑑賞が可能となる。以上のようにし
て、放送時間シフトモードであれば、厳密な放送開始時間を気にすることなく番組の鑑賞
が可能となる。通常の録画の場合は後日等に鑑賞する時間を確保することができずに未鑑
賞の録画が溜まってしまうことも考えられるが、上記実施例における放送時間シフトモー
ドであれば鑑賞は基本的には現実の放送時間とほぼ同じ時間帯において確保できる。そし
て、短時間の急用が入ったときなどの個人の都合などにあわせ、鑑賞時間を気軽に調節で
き、テレビの放送時間に縛られない自由な生活が可能となる。
【０１７６】
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　ステップＳ５１４において、番組開始選択操作が検出されなかった時はステップＳ５１
８に進み、ステップＳ５１２における放送中番組一覧の表示開始から所定時間が経過した
がどうかチェックする。そして経過していなければステップＳ５２０において、通常の放
送選択操作が行われたかどうかチェックする。この操作は番組を頭から見るのではなく現
に放送中の画像を鑑賞するための操作であり、通常のチャンネル合せに該当する。そして
、この放送選択操作が検出できなければフローはステップＳ５１２に戻る。この時、時間
の経過により放送番組が次の番組に変わっていれば一覧表示も変化している。以下、ステ
ップＳ５１８で所定時間の経過が検出されるまでは、ステップＳ５１２からステップＳ５
２０が繰り返され、ステップＳ５１４における番組開始選択操作またはステップＳ５２０
における放送選択操作を待つ。
　ステップＳ５２０で放送選択操作がなされた時はステップＳ５２２に移行し、選択され
た放送中の番組が表示される。一方、ステップＳ５１８において所定時間の経過が検出さ
れたときはステップＳ５２４に移行し、図２６のフローに入る前にＣユーザテレビで選択
されていたチャンネル等の既定のチャンネルを自動選択してステップＳ５２２に至る。こ
のようにステップＳ５１２の表示の後ユーザが何もしなくてもステップＳ５２２に至り、
その結果は通常にテレビをつけた時と同じなので、「放送時間シフトモード」のことを知
らないユーザであっても通常と同様にテレビが鑑賞できる。
【０１７７】
　次いで、ステップＳ５２６では、放送中の番組を頭から見たいと思ったユーザが番組開
始選択操作を行ったかどうかチェックし、操作があればステップＳ５２８の番組頭からの
録画中再生処理に移行する。これは、ステップＳ５１６と同様の処理である。この機能は
、特に予定なしにテレビをオンし放送途中の番組に関心を持ったユーザがその番組を頭か
ら見たい時に対応するものである。図２５のフローの機能により放送中の全ての番組は頭
から録画中であるので、このようなユーザのニーズに応えることが可能となる。
【０１７８】
　一方、ステップＳ５２６で番組開始選択操作が検出されなかったときはステップＳ５３
０に移行し、放送中の番組を頭から録画したいと思ったユーザが録画操作を行ったかどう
かチェックする。そして、録画操作があればステップＳ５３２の当該番組保存処理に移行
する。図２５のフローの機能により放送中の全ての番組は頭から録画中であるので、ステ
ップＳ５３２の処理は、当該番組が終了後に上書き可能処理されないようこれを保存する
処理である。このようなユーザのニーズに応えることが可能となる。この機能も、特に予
定なしにテレビをオンし放送途中の番組に関心を持ったユーザがその番組を頭から録画し
たいと思った時に対応できる有用なものである。
【０１７９】
　一方、ステップＳ５３０で録画操作が検出されなかったときはステップＳ５３４に移行
し、チャンネル変更操作が行われたかどうかチェックする。そしてチャンネル変更があれ
ば新たなチャンネルについて同様の処理を行うべくフローはステップＳ５２２に戻る。
　一方チャンネル変更が検出されなかったときは、ステップＳ５３６に進み、鑑賞中の番
組が終了したかどうかチェックする。そして終了していればフローを終わる。一方、ステ
ップＳ５３４で番組終了が検出されない時、フローはステップＳ５２２に戻り、以下、ス
テップＳ５２６、ステップＳ５３０での操作が検出されず、またステップＳ５３６で番組
の終了が検出されない限り、ステップＳ５２２からステップＳ５３６が繰り返される。
　このように、何も操作をしなければ、通常通りのテレビ番組の鑑賞が可能であるととも
に、鑑賞中の番組が終了するまでの任意の時点で、その番組を頭から鑑賞するかまたは番
組全体を完全な形で録画するための操作を行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【０１８０】
【図１】本発明における動画データ配信・鑑賞システムの実施例における全体構成のブロ
ック図を示した図面代用写真である。
【図２】図1の実施例における各コンピュータの間での情報および価値交換のブロック図
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を示した図面代用写真である。
【図３】図1の実施例における各コンピュータの間での情報および価値交換において広告
配信局が複数ある場合のブロック図を示した図面代用写真である。
【図４】本発明の実施例におけるユーザテレビにおいてテレビの電源がオンされたときの
テレビ画面図を示した図面代用写真である。
【図５】図４においてネットモードボタン３５が操作されたとき場合のテレビ画面図を示
した図面代用写真である。
【図６】図４又は図５において番組表ボタン３７を操作されたときのテレビ画面図を示し
た図面代用写真である。
【図７】図５において広告サーチボタン４４が操作されたときのテレビ画面図を示した図
面代用写真である。
【図８】ポイント対象広告動画データの再生が行われた時のポイント発行に関するテレビ
画面図を示した図面代用写真である。
【図９】図１から図３における本発明の実施例におけるユーザコンピュータの動作を示す
フローチャートを示した図面代用写真である。
【図１０】図９のステップＳ８におけるネットモード処理の詳細のフローチャート示した
図面代用写真である。
【図１１】図９のステップＳ１２および図１０のステップＳ６０における番組表処理の詳
細のフローチャートを示した図面代用写真である。
【図１２】図１１のステップＳ１０２における指定広告処理の詳細のフローチャートを示
した図面代用写真である。
【図１３】図１１のステップＳ１０８における録画処理の詳細のフローチャートを示した
図面代用写真である。
【図１４】図９のステップＳ２６および図１１のステップＳ１０４における再生モード処
理の詳細のフローチャートを示した図面代用写真である。
【図１５】図１１のステップＳ９８および図１３のステップＳ１４８におけるダウンロー
ド処理の詳細のフローチャートを示した図面代用写真である。
【図１６】図１０のステップＳ５４における広告サーチ処理の詳細のフローチャートを示
した図面代用写真である。
【図１７】図１０のステップＳ４６、図１２のステップＳ１１８、図１５のステップＳ１
８６、および図１６のステップＳ２３４におけるポイント獲得処理の詳細のフローチャー
トを示した図面代用写真である。
【図１８】図１４のステップＳ１６４、および図１５のステップＳ１９８におけるポイン
ト決済処理の詳細のフローチャートを示した図面代用写真である。
【図１９】図１４のステップＳ１６６、および図１５のステップＳ２００における番組動
画データの解凍・再生処理の詳細のフローチャートを示した図面代用写真である。
【図２０】図１から図３における本発明の実施例における広告配信局コンピュータの基本
動作のフローチャートを示した図面代用写真である。
【図２１】図２０のステップＳ３６０およびステップＳ３７４で実行される自動広告管理
処理の詳細のフローチャートを示した図面代用写真である。
【図２２】図２０のステップＳ３５２およびステップＳ３７６で実行される番組指定広告
管理処理の詳細のフローチャートを示した図面代用写真である。
【図２３】図１から図３における本発明の実施例におけるテレビ局コンピュータの基本動
作のフローチャートを示した図面代用写真である。
【図２４】図１におけるユーザテレビの詳細のブロック図を示した図面代用写真である。
【図２５】図２４におけるユーザコンピュータの制御部における録画動作のフローチャー
トを示した図面代用写真である。
【図２６】図２４におけるユーザコンピュータの制御部における録画中再生動作のフロー
チャートを示した図面代用写真である。
【符号の説明】
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【０１８１】
　　１０８　　　　テレビ局の選択手段
　　１１４　　　　受信手段
　　１０２　　　　録画手段
　　１０８　　　　操作手段
　　１００　　　　録画中再生制御手段
　　
　　

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２】
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【図２３】 【図２４】

【図２５】 【図２６】
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